
 

 

 

 

 

 

 

第 10 章 環境影響の総合的な評価 
 
 
  



 



 

10-1 

第10章 環境影響の総合的な評価 

本環境影響評価では、本事業による事業特性及び地域特性を勘案し、大気質、水質、水文環境、

騒音及び超低周波音、振動、悪臭、地盤、土壌、日照阻害、植物、動物、陸水生物、生態系、景観、

人と自然との触れ合いの活動の場、廃棄物、残土及び温室効果ガス等の18項目の環境要素を対象に

計画段階での環境保全措置を勘案して調査、予測及び評価を行った。各環境要素の調査、予測及び

評価の結果の概要は、次頁以降に示すとおりである。 

また、「第９章 監視計画」に記載のとおりの事後調査を実施し、本事業に係る工事の実施中及び

供用開始後の環境の状況を把握のうえ、環境への著しい影響が確認された場合又はそのおそれがあ

る場合には、必要な措置を講ずることで環境影響を回避し、又は低減するものとしている。 

今後は、本環境影響評価の結果を十分に認識のうえ、環境保全措置を確実に実行し、周辺地域の

環境保全に配慮して事業を進める所存である。 

以上のことから、本事業は、事業者の実行可能な範囲において対象事業の実施に伴う環境影響に

ついて可能な限り低減が図られたものであると評価する。 
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10-1 大気質 

10-1-1 工事の実施 

樹木の伐採、切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工事に伴う建設機械の稼働による大気質 

調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
①大気質の状況 
【二酸化窒素】 
二酸化窒素の現地調査結果は、以下に示すとおりである。 
都市計画対象事業実施区域における、二酸化窒素の年間の

期間平均値は 0.005～0.014ppm であり、測定期間中に環境基
準値を超える値はみられなかった。 

二酸化窒素調査結果 
（４季 地点１都市計画対象事業実施区域） 

調査項目 季節 期間平均値 １時間値の最高値 日平均値の最高値 

二酸化窒素
（ppm） 

春季 0.006 0.021 0.010 

夏季 0.005 0.012 0.005 

秋季 0.009 0.030 0.017 

冬季 0.014 0.044 0.026 

年間 0.008 0.044 0.026 
 
【浮遊粒子状物質】 
浮遊粒子状物質の現地調査結果は、以下に示すとおりである。 
都市計画対象事業実施区域における、年間の期間平均値は

0.013～0.037mg/ｍ3であり、測定期間中に環境基準値を超える
値はみられなかった。 

浮遊粒子状物質調査結果 
（４季 地点１都市計画対象事業実施区域） 

調査項目 季節 期間平均値 １時間値の最高値 日平均値の最高値 

浮遊粒子状
物質 

(mg/ｍ3) 

春季 0.037 0.114 0.073 

夏季 0.013 0.022 0.016 

秋季 0.015 0.031 0.022 

冬季 0.013 0.129 0.024 

年間 0.020 0.129 0.073 

 
②気象の状況（風向、風速、気温、湿度、日射量、放射収支量） 
年間の平均風速は 2.5ｍ/秒、最多風向は南であり、その出

現率は 14.1％であった。 
年間平均気温は 17.2℃、最高気温は 38.2℃、最低気温は-

2.7℃であった。また、年間平均湿度は 70％であった。 
年間平均日射量は 0.171kW/ｍ2、年間平均放射収支量は

0.089kW/ｍ2であった。 

①年平均値 
建設機械の稼働による大気質の予測結果は、以下に示すとおりである。 
最大着地濃度（年平均値）は、二酸化窒素が0.0036ppm（寄与率

30.8％）、浮遊粒子状物質が0.0013mg/ｍ3（寄与率6.0％）と予測する。 
大気質の予測結果（年平均値） 

項目 
最大着地

濃度 
(A) 

バックグラ
ウンド濃度 

(B) 

環境濃度 
予測結果 
(A+B) 

寄与率 
(A/(A+B) 
×100) 

二酸化窒素 
(ppm) 

0.0036 0.008 0.0116 30.8％ 

浮遊粒子状物質 
(mg/ｍ3) 

0.0013 0.020 0.0213 6.0％ 

 
②日平均値の年間98％値又は２％除外値 
二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の日平均値の年間98％値又は２％

除外値は、以下に示すとおりである。 
二酸化窒素の日平均値の年間98％値は0.029ppm、浮遊粒子状物質

の日平均値の２％除外値は0.052mg/ｍ3であり、環境基準又は千葉県
環境目標値を満足するものと予測する。 

大気質の予測結果（年間98％値又は２％除外値） 

項目 
年平均値 
予測結果 

日平均値の 
年間98％値 

又は２％除外値 

環境基準又は 
千葉県環境目標値 

二酸化窒素 
(ppm) 

0.0116 0.029 
日平均値の年間98％
値が0.04ppm以下 

浮遊粒子状物質 
(mg/ｍ3) 

0.0213 0.052 
１時間値の日平均値
が0.10mg/ｍ3以下   

【計画段階で配慮
し、予測に反映さ
れている環境保全
措置】 

・建設機械は、排出
ガス対策型を使用
する。 

 
【予測に反映されて
いないが環境影響
の更なる回避・低
減のための環境保
全措置】 

・工事期間中は、都
市計画対象事業実
施区域周囲に高さ
約３ｍの仮囲いを
設置する。 

・建設機械の作業待
機時におけるアイ
ドリングストップ
を徹底し、稼働時
間を抑制する。 

①環境の保全が適切に
図られているかどう
かの評価 
環境保全措置の実

施方法等について検
討した結果、左記の環
境保全措置を講ずる
ことから、事業者によ
り実行可能な範囲で
対象事業に係る環境
影響が可能な限り回
避又は低減されてい
るものと評価する。 
 
②基準等と予測結果と
の比較による評価 
建設機械の稼働に

よる大気質の予測結
果は、二酸化窒素が
0.029ppm、浮遊粒子
状物質が 0.052mg/ｍ3

であり、環境基準等
を満足するものと評
価する。 

③土地利用の状況 
都市計画対象事業実施区域の土地利用状況は、建物用地、森林及び

その他の用地となっている。周辺は、建物用地が多く住宅地が広がっ
ている他、森林、その他の用地及びその他の農用地等となっている。
都市計画対象事業実施区域周辺の配慮施設は、北側に隣接する六実高
柳老人福祉センター、南西側約0.4kｍに高柳西小学校等が存在してい
る。周辺の用途地域の指定状況は、第一種住居地域となっている 
 

④地形の状況 
都市計画対象事業実施区域は盛土改変地及び切土改変地となって

いる。周辺は上位砂礫台地等が広がっており、都市計画対象事業実施
区域東側の大津川及びその支川沿いは、谷底平野や低位砂礫台地等が
広がっている他、下位砂礫台地や斜面等が点在している。 

⑤法令による基準 
【環境基本法に基づく環境基準】 

物質 環境上の条件 

二酸化 
窒素 

１時間値の１日平均値が 0.04ppm
から 0.06ppm までのゾーン内又は
それ以下であること。 

浮遊粒子
状物質 

１時間値の１日平均値が 0.10mg/
ｍ3 以下であり、かつ、１時間値が
0.20mg/ｍ3以下であること。 

 
【二酸化窒素に係る千葉県環境目標値】 

物質 千葉県環境目標値 
二酸化 
窒素 

日平均値の年間 98％値が 0.04ppm
以下 
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樹木の伐採、切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工事に伴う粉じん（降下ばいじん量） 

調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
①大気質の状況（降下ばいじん量） 
降下ばいじん量の現地調査結果は、以下に示す

とおりである。 
都市計画対象事業実施区域における降下ばいじ

ん量は、1.1～2.6ｔ/km2/月であり、参考値（10 
ｔ/km2/月）を下回っていた。 

降下ばいじん量調査結果 

調査地点 
調査 

時期 

降下 

ばいじん量 

(ｔ/km2/月) 

地点１ 

都市計画対象

事業実施区域 

春季 2.6 

夏季 2.2 

秋季 1.5 

冬季 1.1 

 
②気象の状況、③土地利用の状況、④地形の状況 
「10-1 大気質 10-1-1 工事の実施 １．樹木の
伐採、切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮
設工事、基礎工事及び施設の設置工事に伴う建設
機械の稼働による大気質」に示したとおり。 

建設機械の稼働による降下ばいじん量の予測
結果は、以下に示すとおりである。 
季節別降下ばいじん量の最大値は、北側敷地境

界で5.9ｔ/km2/月（夏季）であり、降下ばいじん
に係る参考値を下回るものと予測する。 
 

降下ばいじん量の予測結果 

予測地点 
降下ばいじん量 
（ｔ/km2/月） 参考値 

春季 夏季 秋季 冬季 

敷地境界 
最大地点 

4.5 5.9 4.2 5.8 
工事寄与の 
降下ばいじん量が 
10ｔ/km2/月以下 

 

【予測に反映されていないが環境影
響の更なる回避・低減のための環
境保全措置】 

・敷地境界付近には、敷地外への粉
じんの飛散を防止するため、仮囲
い等を設置する。 

・工事中は、必要に応じて、適宜、散
水を行う。 

・場内に掘削土等を仮置きする場合
は、必要に応じて粉じんの飛散を
防止するためにシート等で養生す
る。 

・工事中における裸地部分には、可
能な限り鉄板の敷設等を行う。 

・工事車両は、構内で洗車を行い、車
輪・車体等に付着した土砂を十分
除去したことを確認した後に退出
する。 

①環境の保全が適切に図られている
かどうかの評価 
環境保全措置の実施方法等につい

て検討した結果、左記の環境保全措置
を講ずることから、事業者により実行
可能な範囲で対象事業に係る環境影
響が可能な限り回避又は低減されて
いるものと評価する。 
 

②基準等と予測結果との比較による
評価 
建設機械の稼働による降下ばいじ

ん量の予測結果は、最大で5.9t/km2/
月であり、基準等（10t/km2/月以下）
を満足するものと評価する。 
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資材又は機械の運搬に伴う工事用車両の走行による沿道大気質 

調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
①大気質の状況（環境濃度の状況） 
【二酸化窒素】 
二酸化窒素の現地調査結果は、以下に示すとおりである。 
各地点における、二酸化窒素の年間の期間平均値は 0.010

～0.013ppm であり、測定期間中に環境基準値（日平均値が
0.04ppm～0.06ppm のゾーン内又はそれ以下）を超える値は
みられなかった。また、測定期間中に千葉県環境目標値（日
平均値が 0.04ppm 以下）を超える値はみられなかった。 

二酸化窒素調査結果（４季調査、単位：ppm） 

調査地点 
期間 
平均値 

１時間値 
の最高値 

日平均値 
の最高値 

地点１くすのき通り 0.010 0.031 0.017 

地点２松戸鎌ケ谷線西側 
（高木第二小学校） 

0.013 0.054 0.033 

地点３松戸鎌ケ谷線東側
（県道281号グリーンベルト） 

0.010 0.050 0.028 

 
【浮遊粒子状物質】 
浮遊粒子状物質の現地調査結果は、以下に示すとおりで

ある。 
各地点における、浮遊粒子状物質の年間の期間平均値は

全ての地点で0.020mg/ｍ3であり、測定期間中に環境基準値
（日平均値が0.10mg/ｍ3以下、１時間値が0.20mg/ｍ3以下）
を超える値はみられなかった。 

 
浮遊粒子状物質調査結果（４季調査、単位：mg/ｍ3） 

調査地点 
期間 
平均値 

１時間値 
の最高値 

日平均値 
の最高値 

地点１くすのき通り 0.020 0.116 0.073 

地点２松戸鎌ケ谷線西側 
（高木第二小学校） 

0.020 0.112 0.073 

地点３松戸鎌ケ谷線東側
（県道281号グリーンベルト） 

0.020 0.119 0.074 

 
②気象の状況(風向・風速)、③土地利用の状況、④地形の
状況 
 「10-1 大気質 10-1-1 工事の実施 １．樹木の伐採、
切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎工
事及び施設の設置工事に伴う建設機械の稼働による大気
質」に示したとおり。 

①年平均値 
工事用車両による二酸化窒素及び浮遊粒子状物質濃度の予

測結果は、以下に示すとおりである。 
工事用車両による付加濃度（年平均値）は、二酸化窒素が

0.000033～0.000056ppm（寄与率：0.3～0.5％）、浮遊粒子状物
質が0.0000020～0.0000035mg/ｍ3（寄与率：0.01～0.02％）と
予測する。 
 

二酸化窒素濃度の予測結果（年平均値、単位：ppm） 

予測 
地点 

工事用車両 
付加濃度 

(A) 

一般車両 
寄与濃度 

(B) 

バックグラ
ウンド濃度 

(C) 

環境濃度 
予測結果 
(A+B+C) 

寄与率 
(A/(A+B+C) 
×100) 

地
点
１ 

西
側 

0.000042 0.000539 0.008 0.008581 0.5％ 

東
側 

0.000034 0.000467 0.008 0.008501 0.4％ 

地
点
２ 

南
側 

0.000056 0.001871 0.009 0.010927 0.5％ 

北
側 

0.000056 0.001843 0.009 0.010899 0.5％ 

地
点
３ 

北
側 

0.000033 0.000817 0.009 0.009850 0.3％ 

南
側 

0.000047 0.001141 0.009 0.010188 0.5％ 

 
浮遊粒子状物質濃度の予測結果（年平均値、単位：mg/ｍ3） 

予測 
地点 

工事用車両 
付加濃度 

(A) 

一般車両 
寄与濃度 

(B) 

バックグラウ
ンド濃度 

(C) 

環境濃度 
予測結果 
(A+B+C) 

寄与率 
(A/(A+B+C) 
×100) 

地
点
１ 

西
側 

0.0000024 0.0000304 0.020 0.0200328 0.01％ 

東
側 

0.0000020 0.0000270 0.020 0.0200290 0.01％ 

地
点
２ 

南
側 

0.0000035 0.0001108 0.019 0.0191143 0.02％ 

北
側 

0.0000034 0.0001093 0.019 0.0191127 0.02％ 

地
点
３ 

北
側 

0.0000020 0.0000502 0.020 0.0200522 0.01％ 

南
側 

0.0000029 0.0000676 0.020 0.0200705 0.01％ 
 

【計画段階で配慮し、予
測に反映されている
環境保全措置】 

・工事用車両が一定時間
に集中しないように
工程等の管理や配車
の計画を行う。 

 
【予測に反映されてい
ないが環境影響の更
なる回避・低減のため
の環境保全措置】 

・不要なアイドリングや
空ぶかし、急発進・急
加速等の高負荷運転
防止等のエコドライ
ブを徹底する。 

・工事用車両の整備、点
検を徹底する。 

①環境の保全が適切に
図られているかどう
かの評価 
環境保全措置の実施

方法等について検討し
た結果、左記の環境保全
措置を講ずることから、
事業者により実行可能
な範囲で対象事業に係
る環境影響が可能な限
り回避又は低減されて
いるものと評価する。 
 

②基準等と予測結果と
の比較による評価 
浮遊粒子状物質につ

いては日平均値の２％
除外値、二酸化窒素につ
いては日平均値の年間
98％値の予測結果を、環
境基準又は千葉県環境
目標値等と対比した結
果、いずれも環境基準又
は千葉県環境目標値を
満足するものと評価す
る。 
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調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
⑤道路及び交通の状況 
【道路の状況】 

道路断面構成及び車線数、規制速度 

 
【交通の状況】 

自動車交通量及び走行速度 

区分 調査地点 
24時間交通量 走行 

速度 
(km/時) 

大型車 
（台） 

小型車 
（台） 

合計 
（台） 

平
日 

地点１ 
①南方面 323 4,425 4,748 37.1  
②北方面 300 3,015 3,315 37.0  

地点２ 
①西方面 1,010 4,311 5,321 34.0  
②東方面 1,091 5,345 6,436 39.1  

地点３ 
①東方面 717 3,523 4,240 40.1  
②西方面 910 3,875 4,785 38.1  

休
日 

地点１ 
①南方面 274 5,181 5,455 37.2  
②北方面 251 3,371 3,622 37.5  

地点２ 
①西方面 531 4,705 5,236 33.7  
②東方面 649 5,815 6,464 37.6  

地点３ 
①東方面 487 4,204 4,691 40.9  
②西方面 471 4,241 4,712 40.2  

 
⑥法令による基準 
【環境基本法に基づく環境基準、二酸化窒素に係る千葉県
環境目標値】 
「10-1 大気質 10-1-1 工事の実施 １．樹木の伐採、
切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎
工事及び施設の設置工事に伴う建設機械の稼働による大
気質」に示したとおり。 

②日平均値の年間98％値又は２％除外値 
二酸化窒素及び浮遊粒子状物質濃度の日平均値の年間98％

値又は２％除外値は、以下に示すとおりである。 
二酸化窒素の日平均値の年間98％値の最大値は0.024ppm、浮

遊粒子状物質の日平均値の２％除外値の最大値は0.049mg/ｍ3

であり、環境基準又は千葉県環境目標値を満足するものと予測
する。 
 

二酸化窒素濃度の予測結果（年間98％値、単位：ppm） 

予測 

地点 

年平均値 

予測結果 

日平均値の 

年間98％値 
環境基準等 

地
点
１ 

西
側 0.008581 0.020 

［環境基準］ 
１時間値の日平均値が0.04～
0.06ゾーン内又はそれ以下 
［千葉県環境目標値］ 
日 平 均 値 の 年 間 98 ％ 値 が
0.04ppm以下 

東
側 0.008501 0.020 

地
点
２ 

南
側 0.010927 0.024 

北
側 0.010899 0.024 

地
点
３ 

北
側 0.009850 0.022 

南
側 0.010188 0.023 

 
浮遊粒子状物質濃度の予測結果（２％除外値、単位：mg/ｍ3） 
予測 

地点 

年平均値 

予測結果 

日平均値の 

２％除外値 
環境基準 

地
点
１ 

西
側 0.0200328 0.049 

１時間値の日平均値が0.10以下 

東
側 0.0200290 0.049 

地
点
２ 

南
側 0.0191143 0.047 

北
側 0.0191127 0.047 

地
点
３ 

北
側 0.0200522 0.049 

南
側 0.0200705 0.049 

 

(10-4頁に記載) (10-4 頁に記載) 
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10-1-2 土地又は工作物の存在及び供用 

ばい煙又は粉じんの発生に伴う大気質 

調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
①大気質の状況 
【二酸化硫黄】 
二酸化硫黄の現地調査結果は、以下に示すとおりである。 
各地点における、二酸化硫黄の年間の期間平均値は全ての

地点で0.001ppmであり、測定期間中に環境基準値を超える値
はみられなかった。 

二酸化硫黄調査結果（４季調査、単位：ppm） 

調査地点 期間平均値 １時間値の最高値 日平均値の最高値 

地点１都市計画対
象事業実施区域 

0.001 0.004 0.002 

地点２高柳丸山公
園 

0.001 0.005 0.002 

地点３西佐津間一
丁目公園 

0.001 0.004 0.002 

地点４籠益第一公
園 

0.001 0.005 0.002 

地点５南逆井柏南
子供の遊び場 

0.001 0.005 0.002 

 
【二酸化窒素】 
二酸化窒素の現地調査結果は、以下に示すとおりである。 
各地点における、二酸化窒素の年間の期間平均値は0.008～

0.009ppmであり、測定期間中に環境基準及び千葉県環境目標
値を超える値はみられなかった。 

二酸化窒素調査結果（４季調査、単位：ppm） 

調査地点 期間平均値 １時間値の最高値 日平均値の最高値 

地点１都市計画対
象事業実施区域 

0.008 0.044 0.026 

地点２高柳丸山公
園 

0.008 0.045 0.024 

地点３西佐津間一
丁目公園 

0.009 0.047 0.027 

地点４籠益第一公
園 

0.009 0.052 0.029 

地点５南逆井柏南
子供の遊び場 

0.009 0.051 0.028 
 

①長期平均濃度 
【年平均値】 
施設の稼働による大気質の予測結果

は、以下に示すとおりである。 
煙突排出ガスの最大着地濃度（年平均

値）は、二酸化硫黄が0.000075ppm（寄与
率7.0％）、二酸化窒素が0.000103ppm（寄
与 率 1.1 ％ ）、 浮 遊 粒 子 状 物 質 が
0.000075mg/ｍ3（寄与率0.4％）、水銀が
0.000225μgHg/ｍ3（寄与率9.7％）、ダイ
オキシン類が0.000752pg-TEQ/ｍ3（寄与
率3.2％）と予測する。 
水銀については、環境濃度が0.002325

μgHg/ｍ3となり、指針値（年平均値が
0.04μgHg/ｍ3以下）を満足するものと
予測する。 
ダイオキシン類については、環境濃度

が0.023752pg-TEQ/ｍ3となり、環境基準
（年平均値が0.6pg-TEQ/ｍ3以下）を満
足するものと予測する。 
現地調査地点における煙突排出ガス

の着地濃度（年平均値）は、二酸化硫黄
が0.000018ppm～0.000044ppm（寄与率
1.8 ％ ～ 4.2 ％ ）、 二 酸 化 窒 素 が
0.000019ppm ～ 0.000069ppm （ 寄 与 率
0.2％～0.8％）、浮遊粒子状物質が
0.000018mg/ｍ3～0.000044mg/ｍ3（寄与
率0.1％～0.2％）であった。また、水銀
が0.000055μg/ｍ 3～0.000133μg/ｍ 3

（寄与率2.7％～6.0％）、ダイオキシン
類が0.000183pg-TEQ/ｍ3～0.000443 
pg-TEQ/ｍ3（寄与率0.8％～1.9％）で
あった。 
なお、水銀の環境濃度（年平均値）が

0.002055μg/ｍ3～0.002233μg/ｍ3であ
り、指針値（0.04μg/ｍ3以下）を満足す
る。ダイオキシン類の環境濃度（年平均
値）が0.017204pg-TEQ/ｍ3～0.023443 
pg-TEQ/ｍ3であり、環境基準（0.6pg-TEQ/
ｍ3以下）を満足する。 

【計画段階で配慮し、予測に反映

されている環境保全措置】 

・排出ガスは、法規制よりも、より

厳しい目標値を満足させて排出

する。 

・ばいじんは、ろ過式集じん器（バ

グフィルタ）により除去する。 

・硫黄酸化物及び塩化水素は、乾式

法を基本（必要に応じて湿式法

も想定）として除去する。 

・窒素酸化物は、燃焼制御法及び無

触媒脱硝法を基本（触媒脱硝法

も選択肢に含める）として除去

する。 

・ダイオキシン類は、燃焼温度、ガ

ス滞留時間等についてダイオキ

シン類の発生を防止する条件を

設定のうえ管理を十分に行い、

安定燃焼の確保に努める。 

・ダイオキシン類及び水銀は、ろ過

式集じん器の低温化及び活性炭

吹込みを基本として除去する。 

 

【予測に反映されていないが環境

影響の更なる回避・低減のため

の環境保全措置】 

・ごみ質の均一化を図り適正負荷

による安定した燃焼を維持する

ことで、大気汚染物質の低減に

努める。 

・排出ガスは、常時監視や法規制に

基づく定期的な測定を実施し、

適正な管理を行う。 

①環境の保全が適切に図られて
いるかどうかの評価 
環境保全措置の実施方法等に

ついて検討した結果、左記の環
境保全措置を講ずることから、
事業者により実行可能な範囲で
対象事業に係る環境影響が可能
な限り回避又は低減されている
ものと評価する。 
 

②基準等と予測結果との比較に
よる評価 

【長期平均濃度の評価】 
施設の稼働による大気質の予

測結果（長期平均濃度）は、最大
で二酸化硫黄の日平均値の２％
除外値が0.003ppm、二酸化窒素
の日平均値の年間98％値が
0.027ppm、浮遊粒子状物質の日
平均値の２％除外値は0.049 
m g /ｍ 3 、水銀が0 . 0 0 2 3 2 5 
μgHg/ｍ3、ダイオキシン類が
0.023752pg-TEQ/ｍ3となり、環
境基準等を満足するものと評価
する。 
【短期高濃度の評価】 
施設の稼働による大気質の予

測結果（短期高濃度）は、各物質
で接地逆転層崩壊時が最大と
なった。予測結果は、最大で二
酸化硫黄が0.0139ppm、二酸化窒
素が0.0984ppm、浮遊粒子状物質
が 0.1189 ㎎/ｍ3、塩化水素が
0.0064ppmであり、環境基準等を
満足するものと評価する。 
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調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
【浮遊粒子状物質】 
浮遊粒子状物質の現地調査結果は、以下に示すとおりである。 
各地点における、年間の期間平均値は0.019～0.020mg/ｍ3であ

り、測定期間中に環境基準値を超える値はみられなかった。 
浮遊粒子状物質（４季調査、単位：mg/ｍ3） 

調査地点 期間平均値 １時間値の最高値 日平均値の最高値 

地点１都市計画対
象事業実施区域 

0.020 0.129 0.073 

地点２高柳丸山公
園 

0.020 0.120 0.075 

地点３西佐津間一
丁目公園 

0.020 0.121 0.074 

地点４籠益第一公
園 

0.020 0.113 0.073 

地点５南逆井柏南
子供の遊び場 

0.019 0.117 0.073 

 
【塩化水素】 
塩化水素の現地調査結果は、以下に示すとおりである。 
各地点における、年間の期間平均値は0.00013～0.00018ppmで

あり、測定期間中に目標環境濃度を超える値はみられなかった。 
 

塩化水素調査結果（４季調査、単位：ppm） 

調査地点 期間平均値 日平均値の最高値 日平均値の最小値 

地点１都市計画対
象事業実施区域 

0.00018 0.00049 0.00007 

地点２高柳丸山公
園 

0.00015 0.00041 0.00002 

地点３西佐津間一
丁目公園 

0.00013 0.00039 0.00002 

地点４籠益第一公
園 

0.00013 0.00035 0.00002 

地点５南逆井柏南
子供の遊び場 

0.00016 0.00049 0.00006 

 
 

大気質の予測結果（長期平均濃度、最大着地濃度地点） 

 
大気質の予測結果（長期平均濃度、現地調査地点） 

 

項目 

最大着地濃度(A) 
バック 

グラウンド
濃度(B) 

環境濃度 
予測結果 
(A+B) 

寄与率 
(A/(A+B) 
×100)  

出現 
距離 

出現 
方向 

二酸化硫黄 
（ppm） 

0.000075 0.7km 北 0.001  0.001075 7.0％ 

二酸化窒素 
（ppm） 

0.000103 0.8km 北 0.009  0.009103 1.3％ 

浮遊粒子状物質 
（mg/ｍ3） 

0.000075 0.7km 北 0.020  0.020075 0.4％ 

水銀 
（μgHg/m3） 

0.000225 0.7km 北 0.0021 0.002325 10.1％ 

ダイオキシン類 
（pg-TEQ/m3） 

0.000752 0.7km 北 0.023  0.023752 3.3％ 

項目 調査地点 
着地 
濃度 

バックグ
ラウンド
濃度(B) 

環境濃度 
予測結果 
(A+B) 

寄与率 
(A/(A+B) 
×100) 

二酸化 
硫黄 

（ppm） 

地点１都市計画対象事業実施区域 0.000020 0.001 0.001020 2.0% 
地点２高柳丸山公園 0.000025 0.001 0.001025 2.4% 
地点３西佐津間一丁目公園 0.000018 0.001 0.001018 1.8% 
地点４籠益第一公園 0.000044 0.001 0.001044 4.2% 
地点５南逆井柏南子供の遊び場 0.000024 0.001 0.001024 2.4% 

二酸化 
窒素 

（ppm） 

地点１都市計画対象事業実施区域 0.000019 0.008 0.008019 0.2% 
地点２高柳丸山公園 0.000038 0.008 0.008038 0.5% 
地点３西佐津間一丁目公園 0.000030 0.009 0.009030 0.3% 
地点４籠益第一公園 0.000069 0.009 0.009069 0.8% 
地点５南逆井柏南子供の遊び場 0.000036 0.009 0.009036 0.4% 

浮遊粒子
状物質 
（mg/ｍ3） 

地点１都市計画対象事業実施区域 0.000020 0.020 0.020020 0.1% 
地点２高柳丸山公園 0.000025 0.020 0.020025 0.1% 
地点３西佐津間一丁目公園 0.000018 0.020 0.020018 0.1% 
地点４籠益第一公園 0.000044 0.020 0.020044 0.2% 
地点５南逆井柏南子供の遊び場 0.000024 0.019 0.019024 0.1% 

水銀 
（μg/ｍ3） 

地点１都市計画対象事業実施区域 0.000061 0.0021 0.002161 2.8% 
地点２高柳丸山公園 0.000075 0.0020 0.002075 3.6% 
地点３西佐津間一丁目公園 0.000055 0.0020 0.002055 2.7% 
地点４籠益第一公園 0.000133 0.0021 0.002233 6.0% 
地点５南逆井柏南子供の遊び場 0.000072 0.0020 0.002072 3.5% 

ダイオキ
シン類 

（pg-TEQ/ｍ3）

地点１都市計画対象事業実施区域 0.000204 0.017 0.017204 1.2% 
地点２高柳丸山公園 0.000250 0.022 0.022250 1.1% 
地点３西佐津間一丁目公園 0.000183 0.022 0.022183 0.8% 
地点４籠益第一公園 0.000443 0.023 0.023443 1.9% 
地点５南逆井柏南子供の遊び場 0.000242 0.020 0.020242 1.2% 

(10-6頁に記載) (10-6 頁に記載) 
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調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 

【ダイオキシン類】 
ダイオキシン類の現地調査結果は、以下に示すとおりである。 
各地点における、毒性等量の年間の期間平均値は0.017～

0.023pg-TEQ/ｍ3であり、測定期間中に環境基準値を超える値は
みられなかった。 

ダイオキシン調査結果（４季調査、単位：pg-TEQ/ｍ3） 

調査地点 
実測濃度 毒性等量 

pg/m3 pg-TEQ/m3 

地点１都市計画対象事業実施区域 2.3 0.017 

地点２高柳丸山公園 3.7 0.022 

地点３西佐津間一丁目公園 3.2 0.022 

地点４籠益第一公園 3.5 0.023 

地点５南逆井柏南子供の遊び場 2.9 0.020 

 
【水銀】 
水銀の現地調査結果は、以下に示すとおりである。 
各地点における、年間の期間平均値は0.0020～0.0021μgHg/m3

であり、測定期間中に指針値を超える値はみられなかった。 
水銀調査結果（４季調査、単位：μgHg/ｍ3） 

調査地点 期間平均値 日平均値の最高値 日平均値の最小値 

地点１都市計画対
象事業実施区域 

0.0021 0.0025 0.0017 

地点２高柳丸山公
園 

0.0020 0.0026 0.0015 

地点３西佐津間一
丁目公園 

0.0020 0.0025 0.0018 

地点４籠益第一公
園 

0.0021 0.0025 0.0017 

地点５南逆井柏南
子供の遊び場 

0.0020 0.0025 0.0017 

 
【微小粒子状物質】 
微小粒子状物質の現地調査結果は、以下に示すとおりである。 
都市計画対象事業実施区域における、年間の期間平均値は11.5

μg/ｍ3、日平均値の最高値は30.2μg/ｍ3であり、測定期間中に
指針値を超える値はみられなかった。 

微小粒子状物質調査結果（４季調査、単位：μg/ｍ3） 

調査地点 期間平均値 日平均値の最高値 日平均値の最小値 

地点１都市計画対
象事業実施区域 

11.5 30.2 0 
 

煙突排出ガスの最大着地濃度地点は、都市計画対象事業実施区
域の北側約0.8km（二酸化窒素）と約0.7km（二酸化窒素以外）に
出現すると予測された。方法書に対する知事意見を踏まえ、都市
計画対象事業実施区域と最大着地濃度地点の間における高層住
居の有無を確認した。その結果、高層住居は確認されなかった。 
なお、比較的濃度が高くなる南西（全ての物質）、南南東（二酸

化窒素以外）、南東（二酸化窒素のみ）に着目すると、南南東で高
濃度となった範囲（例えば、二酸化硫黄で0.000060ppm）から都市
計画対象事業実施区域に近い方向に６階建ての集合住宅があっ
た。その集合住宅の最上階である６階の位置で予測した結果は、
以下に示すとおりである。各物質の濃度は、予測高さ1.2ｍの最
大着地濃度地点よりも低い値となった。なお、南西及び南東にお
ける比較的濃度が高くなった範囲と都市計画対象事業実施区域
の間には、高層住居がないことを確認した。 

大気質の予測結果（長期平均濃度、高層住居最上階） 
 

項目 高層住居最上階 (参考)最大着地濃度地上 

二酸化硫黄 
（ppm） 

0.000037 0.000075 

二酸化窒素 
（ppm） 

0.000041 0.000103 

浮遊粒子状物質 
（mg/ｍ3） 

0.000037 0.000075 

水銀 
（μgHg/m3） 

0.000111 0.000225 

ダイオキシン類 
（pg-TEQ/m3） 

0.000370 0.000752 

(10-6頁に記載) (10-6 頁に記載) 
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調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
②気象の状況(風向、風速、気温、湿度、日射量、放射収支量)、
③土地利用の状況、④地形の状況 
 「10-1 大気質 10-1-1 工事の実施 １．樹木の伐採、切土
又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎工事及び施
設の設置工事に伴う建設機械の稼働による大気質」に示したと
おり。 
 
【上層気象(風向・風速・気温)】 
年間における高度別の最多風向は、100ｍ～300ｍまでが南、

500ｍ及び1,000ｍが南南西であった。 
年間の全日における高度別の平均風速は、50ｍで4.2ｍ/秒、

高度100ｍで5.1ｍ/秒、高度200ｍで5.8ｍ/秒、高度300ｍで6.4
ｍ/秒、高度500ｍで7.2ｍ/秒、高度1,000ｍで7.4ｍ/秒であった。 
年間の全日における高度別の平均気温は、地上1.5ｍで

17.9℃、高度50ｍで17.2℃、高度100ｍで17.0℃、高度200ｍで
16.5℃、高度300ｍで15.9℃、高度500ｍで14.6℃、高度1,000ｍ
で11.5℃であった。 
 
⑤発生源の状況 
都市計画対象事業実施区域周辺には、北西側約1.6kmに柏市南

部クリーンセンターが存在している。また、移動発生源として
は、都市計画対象事業実施区域南東側のくすのき通りや南西側
のさくら通り等の自動車交通が存在する。 
 
⑥法令による基準等 
【環境基本法に基づく環境基準】 

物質 環境上の条件 

二酸化硫黄 
１時間値の１日平均値が 0.04ppm 以下であり、か
つ、１時間値が0.1ppm 以下であること。 

二酸化窒素 
１時間値の１日平均値が0.04ppmから0.06ppmまで
のゾーン内又はそれ以下であること。 

浮遊粒子状物質 
１時間値の１日平均値が0.10mg/ｍ3以下であり、か
つ、１時間値が0.20mg/ｍ3以下であること。 

微小粒子状物質 
１年平均値が 15μg/ｍ3以下であり、かつ、１日平
均値が35μg/ｍ3以下であること。 

 
【ダイオキシン類対策特別措置法に基づく環境基準、排出基準】 

物質 基準値 
ダイオキシン類 １年平均値が0.6pg-TEQ/ｍ3以下であること。 

 

施設の
種類 

焼却能力 

排出基準(ng-TEQ/ｍ3
N) 

On 
(％) 

～平成
12.１.14 
設置 

平成12.
１.15 

以後設置 

廃棄物
焼却炉 

4,000kg/ｈ以上  1   0.1 
12 2,000～4,000kg/ｈ未満  5 1 

2,000kg/ｈ未満 10 5 
 

【日平均値の年間98％値又は２％除外値】 
二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質濃度の日平均値の年

間98％値又は２％除外値は、以下に示すとおりである。 
二酸化硫黄の日平均値の２％除外値は0.003ppm、二酸化窒素の日

平均値の年間98％値は0.025ppm～0.027ppm、浮遊粒子状物質の日平
均値の２％除外値は0.046mg/ｍ3～0.049mg/ｍ3であり、環境基準又は
千葉県環境目標値を満足するものと予測する。 
大気質の予測結果（二酸化硫黄、日平均値の２％除外値、単位：ppm） 

調査地点 
年平均値 

予測結果 

日平均値の

２％除外値 

環境 

基準 

最大着地濃度地点 0.001075 0.003 

0.04ppm

以下 

地点１都市計画対象事業実施区域 0.001020 0.003 

地点２高柳丸山公園 0.001025 0.003 

地点３西佐津間一丁目公園 0.001018 0.003 

地点４籠益第一公園 0.001044 0.003 

地点５南逆井柏南子供の遊び場 0.001024 0.003 

 
大気質の予測結果（二酸化窒素、日平均値の年間98％値、単位：ppm） 

調査地点 
年平均値 

予測結果 

日平均値の

年間98％値 
環境基準 

千葉県環

境目標値 

最大着地濃度地点 0.009103 0.027 
0.04ppm か

ら 0.06ppm

のゾーン

内又はそ

れ以下 

0.04ppm

以下 

地点１都市計画対象事業実施区域 0.008019 0.025 

地点２高柳丸山公園 0.008038 0.025 

地点３西佐津間一丁目公園 0.009030 0.026 

地点４籠益第一公園 0.009069 0.026 

地点５南逆井柏南子供の遊び場 0.009036 0.026 

 
大気質の予測結果（浮遊粒子状物質、日平均値の２％除外値、単位：mg/ｍ3） 

調査地点 
年平均値 

予測結果 

日平均値の

２％除外値 

環境 

基準 

最大着地濃度地点 0.020075 0.049 

0.10mg/ｍ3

以下 

地点１都市計画対象事業実施区域 0.020020 0.049 

地点２高柳丸山公園 0.020025 0.049 

地点３西佐津間一丁目公園 0.020018 0.049 

地点４籠益第一公園 0.020044 0.049 

地点５南逆井柏南子供の遊び場 0.019024 0.046 
 

(10-6頁に記載) (10-6 頁に記載) 
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調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
【二酸化窒素に係る千葉県環境目標値】 

物質 千葉県環境目標値 
二酸化窒素 日平均値の年間 98％値が 0.04ppm 以下 

 
【大気汚染防止法に基づく規制基準】 
各項目の排出基準は、以下に示すとおりである。 

物質 排出基準 

硫黄酸化物 

Ｋ値規制 ｑ＝Ｋ×10-3×He2   松戸市：Ｋ=1.75 
総量規制 Ｑ＝3.3Ｗ 0.90＋0.5×3.3{(Ｗ＋Ｗｉ) 0.90－Ｗ 0.90} 
燃料使用基準 50Ｌ/ｈ以上 200Ｌ/ｈ未満：0.8％ 

200Ｌ/ｈ以上 500Ｌ/ｈ未満：0.6％ 
窒素酸化物 250 ppm（On＝12％） 
塩化水素 700 mg/ｍ3

N 
水銀 30μg/ｍ3

N(On=12％) 
ダイオキシン類 0.1 ng-TEQ/ｍ3

N 
 

②短期高濃度 
環境基準等と比較するために、施設の稼働による大気質の短期高濃度予

測結果（最大付加濃度）にバックグラウンド濃度を加えた環境濃度及び環
境基準等は、以下に示すとおりである。 
煙突排出ガスにより周辺環境への高濃度の影響が想定される条件は、各

物質で接地逆転層崩壊時であった。予測結果は、二酸化硫黄が0.0139ppm、
二酸化窒素が0.0984ppm、浮遊粒子状物質が0.1189㎎/ｍ3、塩化水素が
0.0064ppmであり、環境基準等を下回るものと予測する。 

大気質の予測結果及び環境基準等（短期高濃度） 

区分 物質 
大気安定度 

不安定時 

上層気温 

逆転時 

接地逆転層 

崩壊時 

ダウン 

ウォッシュ時 

ダウン 

ドラフト時 

環境基

準等 

最
大
環
境
濃
度 

二酸化 
硫黄 

（ppm） 

0.0101 

（0.0021） 

0.0122 

（0.0042） 

0.0139 

(0.0059) 

0.0091 

（0.0011） 

0.0105 

（0.0025） 

１時間値

が0.1ppm

以下 

二酸化 
窒素 

（ppm） 

0.0717 

(0.0027) 

0.0744 

(0.0054) 

0.0984 

（0.0294） 

0.0703 

(0.0013) 

0.0722 

(0.0032) 

１時間値

が0.1～

0.2ppm以

下 

浮遊粒子

状物質 

（mg/m3）

0.1151 

(0.0021) 

0.1172 

(0.0042) 

0.1189 

(0.0059) 

0.1141 

(0.0011) 

0.1155 

(0.0025) 

１時間値

が0.20mg/

ｍ3以下 

塩化水素 

（ppm） 

0.0026 

（0.0021） 

0.0047 

（0.0042） 

0.0064 

（0.0059） 

0.0016 

（0.0011） 

0.0030 

（0.0025） 

１時間値

が0.02ppm

以下 

出
現
条
件 

大気 
安定度 

Ａ Ａ 
Moderate 

Inversion 
Ｃ Ａ 

－ 
風速 

（ｍ/秒）
1.0 1.0 1.0 15.9 1.0 

 
 

(10-6頁に記載) (10-6 頁に記載) 
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排出ガス（自動車等）に伴う沿道大気質 

調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
①大気質の状況（環境濃度の状況） 
【二酸化窒素、浮遊粒子状物質】 
「10-1 大気質 10-1-1 工事の実施 ３．資材又は機

械の運搬に伴う工事用車両の走行による沿道大気質」に
示すとおり。 
 
②気象の状況(風向・風速)、③土地利用の状況、④地
形の状況 
 「10-1 大気質 10-1-1 工事の実施 １．樹木の伐採、
切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎
工事及び施設の設置工事に伴う建設機械の稼働による
大気質」に示したとおり。 
 
⑤道路及び交通の状況、 
【道路の状況、交通の状況】 
「10-1 大気質 10-1-1 工事の実施 ３．資材又は

機械の運搬に伴う工事用車両の走行による沿道大気
質」に示したとおり。 
 

⑥法令による基準 
【環境基本法に基づく環境基準、二酸化窒素に係る千葉
県環境目標値】 
「10-1 大気質 10-1-1 工事の実施 １．樹木の伐

採、切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工
事、基礎工事及び施設の設置工事に伴う建設機械の稼
働による大気質」に示したとおり。 

①年平均値 
廃棄物運搬車両及び通勤車両等(以下、「関係車両」という。)

による二酸化窒素及び浮遊粒子状物質濃度の予測結果は、以
下に示すとおりである。 
関係車両による付加濃度（年平均値）は、二酸化窒素が

0.000007～0.000239ppm（寄与率：0.1～2.6％）、浮遊粒子状
物質が0.0000004～ 0.0000149mg/ｍ 3（寄与率：0.002～
0.078％）と予測する。 
 

二酸化窒素濃度の予測結果（年平均値、単位：ppm） 

予測 
地点 

関係車両 
付加濃度 

(A) 

一般車両 
寄与濃度 

(B) 

バックグラ
ウンド濃度 

(C) 

環境濃度 
予測結果 
(A+B+C) 

寄与率 
(A/(A+B+C) 
×100) 

地
点
１ 

西
側 

0.000185 0.000539 0.008 0.008185 2.3％ 

東
側 

0.000156 0.000467 0.008 0.008156 1.9％ 

地
点
２ 

南
側 

0.000239 0.001871 0.009 0.009239 2.6％ 

北
側 

0.000238 0.001843 0.009 0.009238 2.6％ 

地
点
３ 

北
側 

0.000007 0.000817 0.009 0.009007 0.1％ 

南
側 

0.000011 0.001141 0.009 0.009011 0.1％ 

 
浮遊粒子状物質濃度の予測結果（年平均値、単位：mg/ｍ3） 

予測 
地点 

関係車両 
付加濃度 

(A) 

一般車両 
寄与濃度 

(B) 

バックグラ
ウンド濃度 

(C) 

環境濃度 
予測結果 
(A+B+C) 

寄与率 
(A/(A+B+C) 
×100) 

地
点
１ 

西
側 

0.0000109 0.0000304 0.020 0.0200109 0.078％ 

東
側 

0.0000094 0.0000270 0.020 0.0200094 0.078％ 

地
点
２ 

南
側 

0.0000149 0.0001108 0.019 0.0190149 0.054％ 

北
側 

0.0000148 0.0001093 0.019 0.0190148 0.047％ 

地
点
３ 

北
側 

0.0000004 0.0000502 0.020 0.0200004 0.002％ 

南
側 

0.0000006 0.0000676 0.020 0.0200006 0.003％ 

 
 

 

【計画段階で配慮し、予測
に反映されている環境保
全措置】 

・廃棄物運搬車両が一定時
間に集中しないように搬
入時間の分散に努める。 

 
【予測に反映されていない
が環境影響の更なる回
避・低減のための環境保
全措置】 

・不要なアイドリングや空
ぶかし、急発進・急加速
等の高負荷運転防止等の
エコドライブを徹底す
る。 

・廃棄物運搬車両の整備、
点検を徹底する。 

①環境の保全が適切に図ら
れているかどうかの評価 
環境保全措置の実施方法

等について検討した結果、
左記の環境保全措置を講ず
ることから、事業者により
実行可能な範囲で対象事業
に係る環境影響が可能な限
り回避又は低減されている
ものと評価する。 
 

②基準等と予測結果との比
較による評価 
浮遊粒子状物質について

は日平均値の２％除外値、
二酸化窒素については日平
均値の年間98％値の予測結
果を、環境基準又は千葉県
環境目標値と対比した結
果、いずれも環境基準を満
足するものと評価する。 
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調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 

(10-11 頁に記載) 

②日平均値の年間98％値又は２％除外値 
二酸化窒素及び浮遊粒子状物質濃度の日平均値の年間98％

値又は２％除外値は、以下に示すとおりである。 
二酸化窒素の日平均値の年間98％値の最大値は0.024pm、浮

遊粒子状物質の日平均値の２％除外値の最大値は0.049mg/ｍ3

であり、環境基準又は千葉県環境目標値を満足するものと予
測する。 
 

二酸化窒素濃度の予測結果（年間98％値、単位：ppm） 

予測 

地点 

年平均値 

予測結果 

日平均値の 

年間98％値 
環境基準等 

地

点

１ 

西
側 0.008185 0.021 

［環境基準］ 

１時間値の日平均値が

0.04～0.06ゾーン内又は

それ以下 

［千葉県環境目標値］ 

日平均値の年間98％値が

0.04ppm以下 

東
側 0.008156 0.021 

地

点

２ 

南
側 0.009239 0.024 

北
側 0.009238 0.024 

地

点

３ 

北
側 0.009007 0.022 

南
側 0.009011 0.023 

 
浮遊粒子状物質濃度の予測結果（２％除外値、単位：mg/ｍ3） 

予測 

地点 

年平均値 

予測結果 

日平均値の 

２％除外値 
環境基準 

地
点
１ 

西
側 

0.0200109  0.049 

１時間値の日平均値が

0.10以下 

東
側 

0.0200094  0.049 

地
点
２ 

南
側 

0.0190149  0.047 

北
側 

0.0190148  0.047 

地
点
３ 

北
側 

0.0200004  0.049 

南
側 

0.0200006  0.049 
 

(10-11頁に記載) (10-11 頁に記載) 
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10-2 水質 

10-2-1 工事の実施 

切土又は盛土、仮設工事及び基礎工事に伴う水質 

調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
①水質等の状況 
豊水期における浮遊物質量は上流側で１mg/Ｌ、下流側で１mg/Ｌ未満、水素イ

オン濃度はいずれの地点も7.4となっていた。 
渇水期における浮遊物質量はいずれの地点も１mg/Ｌ未満、水素イオン濃度は

上流側で7.3、下流側で7.5となっていた。 
降雨時における浮遊物質量（SS）の最大値は、１回目の調査で地点１が10mg/

Ｌ、地点２が８mg/Ｌ、２回目の調査で地点１が68mg/Ｌ、地点２が42mg/Ｌであっ
た。 
 
②流況等の状況 
流量は、豊水期が0.012～0.016ｍ3/秒、渇水期が0.0013～0.0059ｍ3/秒であった。 

 
③気象の状況（降水量） 
船橋観測所における10年間（平成27～令和６年）の降水量は、年間平均が

1,456.0mm、最大日降水量が147.0mmであった。 
 
④土質の状況 
土壌沈降試験の結果は、以下に示すとおりである。 

土壌沈降試験結果 
調査地点 

沈降時間 
浮遊物質量（SS） （mg/Ｌ） 

地点１ 地点２ 地点３ 
直後 610 540 930 
１分 350 280 460 
５分 110 200 290 
10分  90 190 270 
30分  80 110 140 

１時間  50  60 120 
３時間  10  30  80 
９時間     10未満  20  30 
24時間     10未満  10  10 
48時間     10未満     10未満     10未満 

 
⑤法令による基準等 
【水質汚濁に係る環境基準】 
人の健康の保護に関する環境基準は全公共用水域について、生活環境の保全に

関する環境基準は、河川、湖沼、海域について利用目的に応じて水域類型を設定
してそれぞれの基準が定められており、上大津川については、河川Ｃ類型及び生
物Ｂ類型に指定されている。 
【水質汚濁に係る規制基準】 
本事業ではプラント排水及び生活排水は下水道に放流する計画であり、公共用

水域には排出しない。 

①工事に伴う水素イオン濃度（pH） 
水素イオン濃度は、上大津川における現地調

査の結果、豊水期及び渇水期で7.3～7.5程度、
降雨時で7.3～8.4程度であることが確認され
ている。躯体工事に係るコンクリート打設等の
アルカリ排水による影響が懸念される場合は、
必要に応じて、仮設沈砂池等においてアルカリ
排水の中和処理を行う等の環境保全措置を行
う計画である。 
以上のことから、工事に伴う水素イオン濃度

による影響は小さいと予測する。 
 
②工事に伴う浮遊物質量（SS） 
本施設の排水先である上大津川は、水質汚濁

に係る生活環境の保全に関する環境基準の類型
指定がされていない。しかし、上大津川周辺が住
宅地であることを考慮して、工事中に伴う浮遊
粒子状物質の対策検討にあたっては、環境基準
の利用目的の適応性「環境保全（国民の日常生活
において不快感を生じない限度）」をもとに、D類
型の環境基準値である100mg/Ｌ以下を参考にす
ることとする。 
造成工事や土工事等の濁水による影響が懸

念される場合は、必要に応じて、仮設沈砂池等
を設置し、一時的に雨水等の濁水を貯留し、土
砂を沈殿させた後に放流する等の環境保全措
置を行う計画である。仮設沈砂池は、千葉県宅
地開発指導要綱等に基づき、年間最大降雨量等
も考慮したうえで適切な貯留量を有するもの
とする。また、排水量及び排水水質は、「千葉県
における宅地開発等に伴う雨水排水・貯留浸透
計画策定の手引」（平成18年９月 千葉県）に示
される「松戸地区」及び「我孫子地区」の最大
排水量（0.025ｍ3/秒/ha）以下等を参考とし、
排水水質が参考とする環境基準の100mg/Ｌ以
下となるように配慮する。 
以上のことから、工事に伴う浮遊粒子状物質

による影響は小さいと予測する。 

【計画段階で配慮し、予測に反
映されている環境保全措置】 

・造成工事や土工事等の濁水に
よる影響が懸念される場合
は、必要に応じて、仮設沈砂
池等を設置し、一時的に雨水
等の濁水を貯留し、土砂を沈
殿させた後に放流する。 

・仮設沈砂池を設置する場合
は、千葉県宅地開発指導要綱
等に基づき、年間最大降雨量
等も考慮したうえで適切な貯
留量を有するものとする。 

・排水量及び排水水質は、「千葉
県における宅地開発等に伴う
雨水排水・貯留浸透計画策定
の手引」（平成 18 年９月 千
葉県）に示される「松戸地
区」及び「我孫子地区」の最
大排水量（0.025ｍ3/秒/ha）
以下等を参考とし、排水水質
が参考とする環境基準の
100mg/Ｌ以下となるように配
慮する。 

・躯体工事に係るコンクリート
打設等のアルカリ排水による
影響が懸念される場合は、必
要に応じて、仮設沈砂池等に
おいてアルカリ排水の中和処
理を行う。 

【予測に反映されていないが環
境影響の更なる回避・低減の
ための環境保全措置】 

・沈砂池を設置した場合は、堆
砂容量を確保するために、必
要に応じて堆砂を除去する。 

①環境の保全が
適切に図られ
ているかどう
かの評価 
環境保全措置

の実施方法等に
ついて検討した
結果左記の環境
保全措置を講ず
ることから、事
業者により実行
可能な範囲で対
象事業に係る環
境影響が可能な
限り回避又は低
減されているも
のと評価する。 
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10-3 水文環境 

10-3-1 工事の実施 

樹木の伐採、切土又は盛土、基礎工事及び施設の設置工事に伴う水文環境 

調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
①水文環境の状況 
【地下水位】 
地下水位の状況は、年間の水位変動が地

点１で T.P.+16.74～17.46ｍ、地点２で
T.P.+16.29～17.02ｍ、地点３でT.P.+15.74
～16.49ｍとなっており、豊水期に高く、渇
水期に低かった。降雨への応答がややみら
れるものの、変動幅(平均水位からの変動
量)は 0.3～0.4ｍであり年間を通して変動
量は小さい。なお、観測井戸の標高が約 19
ｍ（T.P.+18.15ｍ～T.P.+19.17ｍ）であるこ
とから、地下水は地表から約１～２ｍ付近
に存在する。 
【地下水の流れの方向】 
地下水の流れの方向は、地下水位の調査

結果とボーリング調査結果から地下水位等
高線図を作成し、その直交方向を流下する
ものとして推定した。地下水は、渇水期・豊
水期ともに台地から上大津川に向かって流
動していると想定される。 
 
②地下水の利用状況 
【水道水源】 
都市計画対象事業実施区域が位置する高

柳新田及び隣接する六高台並びに柏市しい
の木台及び高柳は、河川水となっている。 
 
【災害用協力井戸】 
都市計画対象事業実施区域に最も近い登

録災害用井戸は、松戸市六高台の１か所と
なっている。なお、六高台は都市計画対象
事業実施区域の南側であり、地下水の流れ
方向の上流側である。 

受け入れピット部では、掘削時の揚水量
約800ｍ3/日、地下水位低下範囲約180ｍ、ご
みピット＋工場棟部の掘削時では、揚水量
約750ｍ3/日、地下水位低下範囲約60ｍと予
測する。また、都市計画対象事業実施区域の
一部で切土を行うものの、切土深さは現状
の地下水位よりも高い位置までである。そ
のため、切土に伴う地下水位への影響は小
さいと予測する。 
ごみピットの掘削にあたっては、必要な調

査を実施し、止水矢板の設置や地盤改良等
による揚水量の小さい工法を検討し、対策
を実施する。さらに、掘削工事やその前後の
期間は、都市計画対象事業実施区域又は周
辺で地下水位のモニタリングを実施する。 
 

予測結果 

項目 

予測結果 

受け入れ 

ピット部 

ごみピット 

＋工場棟部 

最大水位

低下量 
約 13ｍ 約 4ｍ 

影響範囲 約 180ｍ 約 60ｍ 

揚水量 約 800ｍ3/日 約 750ｍ3/日 
 

【計画段階で配慮し、予測に反映されてい
る環境保全措置】 

・ごみピットの構造は、地下方向への掘削
量の少ない構造とし、掘削深度の縮小を
図る。 

 
【追加的に実施を検討し、予測に反映され
ている環境保全措置】 

・止水矢板の設置や地盤改良等による揚
水量の小さい工法等を検討する。 

・掘削工事やその前後の期間は、都市計画
対象事業実施区域又は周辺で地下水位
のモニタリングを実施する。 

①環境の保全が適切に図られているかど
うかの評価 
環境保全措置の実施方法等について検

討した結果、左記の環境保全措置を講ずる
ことから、事業者により実行可能な範囲で
対象事業に係る環境影響が可能な限り回
避又は低減されているものと評価する。 
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10-3-2 土地又は工作物の存在及び供用 

施設の存在等に伴う水文環境 

調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
①水文環境の状況 
【地下水位、地下水の流れの方向】 
「10-3 水文環境 10-3-1 工事の実施 

１．樹木の伐採、切土又は盛土、基礎工事
及び施設の設置工事に伴う水文環境」に示
すとおり。 
 
②地下水の利用状況 
【水道水源、災害用協力井戸】 
「10-3 水文環境 10-3-1 工事の実施 

１．樹木の伐採、切土又は盛土、基礎工事
及び施設の設置工事に伴う水文環境」に示
すとおり。 

本施設のごみピット上下流における地
下水位の変動量は、0.24ｍと予測され、各
調査地点における地下水位の年間変動幅
約0.6ｍに対して小さい。また、地下水は現
状で、既存施設の周囲を迂回して流れてい
ると考えられ、井戸枯渇や地盤沈下等の実
害も報告されていないことから、地下水の
流動阻害に起因する極端な水位上昇又は
水位低下は小さいと考えられる。 
以上のことから、地下水位の変化に伴う

影響は小さいものと予測する。 
 

予測結果 

項目 水位変動量（ｍ） 

本施設 0.24 
 

【計画段階で配慮し、予測に反映されている
環境保全措置】 

・ごみピットの構造は、地下方向への掘削量
の少ない構造とし、掘削深度の縮小を図
る。 

 
【予測に反映されていないが環境影響の更
なる回避・低減のための環境保全措置】 

・都市計画対象事業実施区域の周辺で地下水
位のモニタリングを実施する。 

①環境の保全が適切に図られているかど
うかの評価 
環境保全措置の実施方法等について検

討した結果、左記の環境保全措置を講ず
ることから、事業者により実行可能な範
囲で対象事業に係る環境影響が可能な限
り回避又は低減されているものと評価す
る。 
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10-4 騒音及び超低周波音 

10-4-1 工事の実施 

樹木の伐採、切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工事に伴う建設機械の稼働による騒音 

調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
① 騒音の状況 
現地調査結果は、下記に示すとおりである。調査地点の等価騒

音レベル（ＬAeq）をみると、昼間で44～57デシベル、夜間で36～
48デシベルとなっていた。時間率騒音レベル（ＬA5）については、
朝で49～63デシベル、昼間で49～63デシベル、夕で43～61デシベ
ル、夜間で38～51デシベルとなっていた。 
 

環境騒音の調査結果（等価騒音レベル（ＬAeq）） 
単位：デシベル 

調査地点 

等価騒音レベル（ＬAeq） 
環境基準 

(類型Ｂ) 
昼 間 

(６～22時) 

夜 間 

（22～６時） 

都市計画 

対象事業

実施区域 

地点１ 50 39 

昼間：55以下 

夜間：45以下 

地点２ 51 44 

地点３ 57 48 

地点４ 44 36 

 
②土地利用の状況 
「10-1 大気質 10-1-1 工事の実施 １．樹木の伐採、切土又

は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎工事及び施設の
設置工事に伴う建設機械の稼働による大気質」に示すとおり。 
 
③法令による基準等 
【騒音規制法に基づく規制基準】 
都市計画対象事業実施区域は第一種住居地域であり、第二種

区域の基準値が適用される。 
【松戸市公害防止条例に基づく規制基準】 
都市計画対象事業実施区域は第一種住居地域の基準値が適用

される。 

建設機械稼働による騒音の予測結果は、以下に示すと
おりである。 
敷地境界における騒音レベルの最大値は66デシベル

であり、規制基準を満足するものと予測する。また、各
地点の地盤面から地上1.2ｍの値についても、規制基準
を満足するものと予測する。 
 
建設機械稼働による騒音の予測結果（GL+1.2ｍ） 

単位：デシベル 

予測地点 予測結果 基準値 

予測地点の 

予測値 

地点１ 63 

85以下 

地点２ 62 

地点３ 58 

地点４ 64 

敷地境界における 

騒音レベルの最大値 
66 

 
建設機械稼働による騒音の予測結果（各地点の予測高さ） 

単位：デシベル 

予測地点 予測結果 基準値 

予測地点の 

予測値 

地点１ 76 

85以下 
地点２ 70 

地点３ 64 

地点４ 64 

 
 

【計画段階で配慮し、予
測に反映されている環
境保全措置】 

・都市計画対象事業実施
区域の周辺の可能な範
囲に仮囲いを設置す
る。 

 
【予測に反映されていな
いが環境影響の更なる
回避・低減のための環
境保全措置】 

・建設機械は、可能な限り
低騒音型建設機械を使
用する。 

・建設機械及び工事用車
両は、整備、点検を徹底
したうえ、不要なアイ
ドリングや空ぶかし、
急発進・急加速等の高
負荷運転防止等を実施
する。 

・発生騒音が極力少なく
なる施工方法や手順を
十分に検討し、集中稼
働を避け、効率的な稼
働に努める。 

・建設機械の整備、点検を
徹底する。 

 

①環境の保全が適切に図
られているかどうかの
評価 
環境保全措置の実施方

法等について検討した結
果、左記の環境保全措置
を講ずることから、事業
者により実行可能な範囲
で対象事業に係る環境影
響が可能な限り回避又は
低減されているものと評
価する。 
 

②基準等と予測結果との
比較による評価 
建設作業騒音の予測結

果を、騒音規制法及び松
戸市公害防止条例に基づ
く規制基準と対比した結
果、規制基準を満足する
ものと評価する。 
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資材又は機械の運搬に伴う工事用車両の走行による道路交通騒音 

調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
①騒音の状況 
現地調査結果は、以下に示すとおりである。各調査地点の等価騒音

レベル（ＬAeq）をみると、平日の昼間は61～68デシベル、夜間は58～
67デシベル、休日の昼間は61～67デシベル、夜間は56～64デシベルで
あった。 

道路交通騒音の調査結果 
単位：デシベル 

調査地点 時期 
等価騒音レベル（ＬAeq） 

環境基準 昼間 
(６～22時) 

夜間 
(22～６時) 

地点１ くすのき通り 
平日 61 58 【Ｂ地域】 

昼間：65以下 
夜間：60以下 休日 61 56 

地点２ 
松戸鎌ケ谷線西側 
（高木第二小学校） 

平日 68 67 【特例】 
昼間：70以下 
夜間：65以下 休日 67 64 

地点３ 
松戸鎌ケ谷線東側 
（県道281号グリー
ンベルト） 

平日 63 63 【特例】 
昼間：70以下 
夜間：65以下 休日 62 60 

 
②土地利用の状況 
「10-1 大気質 10-1-1 工事の実施 １．樹木の伐採、切土又は盛

土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工事
に伴う建設機械の稼働による大気質」に示すとおり。 
 
③道路及び交通の状況 
「10-1 大気質 10-1-1 工事の実施 ３．資材又は機械の運搬に伴

う工事用車両の走行による沿道大気質」に示すとおり。 
 
④法令による基準等 
【環境基本法に基づく環境基準】 
道路交通騒音の調査地点は、地点１はＢ地域のうち２車線以上の車

線を有する道路に面する地域及びＣ地域のうち車線を有する道路に面
する地域の基準値が、地点２及び地点３は幹線交通を担う道路に近接
する空間の基準値が適用される。 
【騒音規制法に基づく自動車騒音の要請限度】 
道路交通騒音の調査地点は、ｂ区域のうち２車線以上の車線を有す

る道路に面する区域及びｃ区域のうち車線を有する道路に面する区域
の基準値が適用される。 

工事用車両の走行による騒音の予測結果は、以下に
示すとおりである。 
予測騒音レベルは、地点１で62デシベル、地点２で

69デシベル、地点３で64デシベルとなり、いずれも環
境基準を満足するものと予測する。また、工事用車両
による騒音レベルの増加量は、地点１で0.8デシベル、
地点２で0.5デシベル、地点３で0.6デシベルと予測す
る。 
 
工事用車両による道路交通騒音予測結果（ＬAeq） 

単位：デシベル 

予測地点 

現況 

騒音 

レベル 

予測結果 

環境基準 

昼間 

（6～22 時） 

地点１くすのき通り 61 
62 

（61.8） 

【Ｂ地域】 

65 以下 

地点２松戸鎌ケ谷線西側 

(高木第二小学校） 
68 

69 

（68.5） 

【特例】 

70 以下 

地点３松戸鎌ケ谷線東側 

(県道 281 号グリーンベ

ルト) 

63 
64 

（63.6） 

【特例】 

70 以下 

注）騒音の環境基準との比較は整数で行うが、本事業によ

る増加分が分かるよう（ ）内に、小数点以下第一位ま

で表示した。 

 

 

【計画段階で配慮し、
予測に反映されてい
る環境保全措置】 

・工事用車両が一定時
間に集中しないよう
に工程等の管理や配
車の計画を行う。 

 
【予測に反映されてい
ないが環境影響の更
なる回避・低減のた
めの環境保全措置】 

・不要なアイドリング
や空ぶかし、急発
進・急加速等の高負
荷運転防止等のエコ
ドライブを徹底す
る。 

・工事用車両の整備、
点検を徹底する。 

①環境の保全が適切に
図られているかどう
かの評価 
環境保全措置の実施

方法等について検討し
た結果、左記の環境保
全措置を講ずることか
ら、事業者により実行
可能な範囲で対象事業
に係る環境影響が可能
な限り回避又は低減さ
れているものと評価す
る。 
 

②基準等と予測結果と
の比較による評価 
騒音の予測結果を、

環境基本法に基づく環
境基準と対比した結
果、環境基準を満足す
るものと評価する。 
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10-4-2 土地又は工作物の存在及び供用 

施設の稼働に伴う騒音 

調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
①騒音の状況 

「10-4 騒音及び超低周波音 10-4-1 工

事の実施 １．樹木の伐採、切土又は盛土、

工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎工事

及び施設の設置工事に伴う建設機械の稼働

による騒音」に示すとおり。 

 

②土地利用の状況 

「10-1 大気質 10-1-1 工事の実施 １．
樹木の伐採、切土又は盛土、工作物の撤去又
は廃棄、仮設工事、基礎工事及び施設の設置
工事に伴う建設機械の稼働による大気質」に
示すとおり。 

 

③発生源の状況 

都市計画対象事業実施区域周辺には、騒音

の発生源となるような施設は存在しない。 

また、移動発生源としては、都市計画対象

事業実施区域南東側のくすのき通りや南西

側のさくら通り等の自動車交通が存在する。

また、下総航空基地からの航空機等が存在す

る。 

 

④法令による基準等 

「10-4 騒音及び超低周波音 10-4-1 工

事の実施 １．樹木の伐採、切土又は盛土、

工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎工事

及び施設の設置工事に伴う建設機械の稼働

による騒音」に示すとおり。 
 

施設の稼働による騒音の予測結果は、以下に示す
とおりである。 
敷地境界における騒音レベルの最大値は、37デシ

ベルであり、基準値を満足するものと予測する。ま
た、各地点の地盤面から地上1.2ｍの値についても、
基準値を下回るものと予測する。 
 
 
施設の稼働による騒音の予測結果（GL+1.2ｍ） 

単位：デシベル 

予測地点 予測結果 基準値 

予測地点の 

予測値 

地点１ 35 

昼 間：50 

朝・夕：45 

夜 間：40 

地点２ 30 

地点３ 30 

地点４ 36 

敷地境界における 

騒音レベルの最大値 
37 

 
施設の稼働による騒音の予測結果（各地点の予測高さ） 

単位：デシベル 

予測地点 予測結果 基準値 

予測地点の 

予測値 

地点１ 36 
昼 間：50 

朝・夕：45 

夜 間：40 

地点２ 33 

地点３ 32 

地点４ 36 
 

【計画段階で配慮し、予測に反映さ
れている環境保全措置】 

・設備機器類は建屋内への配置を基
本とし、騒音の低減に努める。 

・外部への騒音の漏洩を防ぐためプ
ラットホーム出入口を可能な限り
閉鎖する。 

・法規制より厳しい基準を設定す
る。 

・低騒音型機器の採用や防音室へ配
置、防音カバーの設置等の対策に
より、自主基準値を順守する。 

 
【予測に反映されていないが環境影
響の更なる回避・低減のための環
境保全措置】 

・設備機器類の整備、点検を徹底す
る。 

・供用時には、定期的な騒音レベル
の測定を実施し、基準値を超過す
る場合は、必要に応じて対策を検
討・実施する。 

①環境の保全が適切に図られている
かどうかの評価 
環境保全措置の実施方法等につい

て検討した結果、左記の環境保全措
置を講ずることから、事業者により
実行可能な範囲で対象事業に係る環
境影響が可能な限り回避又は低減さ
れているものと評価する。 

 
②基準等と予測結果との比較による
評価 
騒音の予測結果を、自主基準と対

比した結果、自主基準値を満足する
ものと評価する。 
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廃棄物の運搬に伴う道路交通騒音 

調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
①騒音の状況 
「10-4 騒音及び超低周波音 10-4-1 工
事の実施 ２．資材又は機械の運搬に伴
う工事用車両の走行による道路交通騒
音」に示すとおり。 
 
②土地利用の状況 
「10-1 大気質 10-1-1 工事の実施 

１．樹木の伐採、切土又は盛土、工作物
の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎工事及
び施設の設置工事に伴う建設機械の稼働
による大気質」に示すとおり。 
 
③道路及び交通の状況 
「10-1 大気質 10-1-1 工事の実施 

３．資材又は機械の運搬に伴う工事用車
両の走行による沿道大気質」に示すとお
り。 
 
④法令による基準等 
【環境基本法に基づく環境基準、騒音規
制法に基づく自動車騒音の要請限度】 
「10-4 騒音及び超低周波音 10-4-1 工
事の実施 ２．資材又は機械の運搬に伴
う工事用車両の走行による道路交通騒
音」に示すとおり。 
 

関係車両による道路交通騒音の予測結果は、以下に
示すとおりである。 
予測騒音レベルは、62～69デシベルであり、いずれ

の地点も環境基準値を下回るものと予測する。また、
関係車両による騒音レベルの増加量は、地点１で1.2
デシベル、地点２で0.7デシベル、地点３で0.1デシベ
ルと予測する。 
 
関係車両による道路交通騒音予測結果（ＬAeq） 

単位：デシベル 

予測地点 

現況 

騒音 

レベル 

予測結果 

環境基準 

昼間 

（6～22 時） 

地点１くすのき通り 61 
62 

（62.2） 

【B 地域】 

65 以下 

地点２松戸鎌ケ谷線西側 

(高木第二小学校） 
68 

69 

（68.7） 

【特例】 

70 以下 

地点３松戸鎌ケ谷線東側 

(県道 281 号グリーンベ

ルト) 

63 
64 

（63.1） 

【特例】 

70 以下 

注）騒音の環境基準との比較は整数で行うが、本事業によ

る増加分が分かるよう（ ）内に、小数点以下第一位ま

で表示した。 

 

【計画段階で配慮し、予測に反映され
ている環境保全措置】 

・廃棄物運搬車両が一定時間に集中し
ないように搬入時間の分散に努め
る。 

 
【予測に反映されていないが環境影響
の更なる回避・低減のための環境保
全措置】 

・不要なアイドリングや空ぶかし、急
発進・急加速等の高負荷運転防止等
のエコドライブを徹底する。 

・廃棄物運搬車両の整備、点検を徹底
する。 

①環境の保全が適切に図られているか
どうかの評価 
環境保全措置の実施方法等について

検討した結果、左記の環境保全措置を
講ずることから、事業者により実行可
能な範囲で対象事業に係る環境影響が
可能な限り回避又は低減されているも
のと評価する。 
 

②基準等と予測結果との比較による評
価 
騒音の予測結果を、環境基本法に基

づく環境基準と対比した結果、環境基
準を満足するものと評価する。 
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10-4-3 超低周波音 

土地又は工作物の存在及び供用 

（１）施設の稼働に伴う超低周波音 

調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
①超低周波音の状況 
【都市計画対象事業実施区域】 
都市計画対象事業実施区域のＧ特性音圧レベルは、LG5で昼間が63

～70デシベル、夜間が58～61デシベル、LGeqで昼間が61～66デシベル、
夜間が55～58デシベルであった。低周波音圧レベル（1～80Hz）は、
L5で昼間が65～71デシベル、夜間が56～69デシベル、Leqで昼間が63～
69デシベル、夜間が54～58デシベルであった。 

超低周波音調査結果（都市計画対象事業実施区域） 
単位：デシベル 

地点 
番号 

地点名 

Ｇ特性音圧レベル 低周波音圧レベル（1～80Hz） 

項目 
調査結果 

項目 
調査結果 

昼間 
6～22時 

夜間 
22～6時 

昼間 
6～22時 

夜間 
22～6時 

地点１ 
都市計画対象事業
実施区域北東側 

LG5 65 59 L5 69 58 
LGeq 63 56 Leq 68 56 

地点２ 
都市計画対象事業
実施区域南東側 

LG5 68 61 L5 70 61 
LGeq 65 58 Leq 68 57 

地点３ 
都市計画対象事業
実施区域南西側 

LG5 70 61 L5 71 69 
LGeq 66 58 Leq 69 58 

地点４ 
都市計画対象事業
実施区域北西側 

LG5 63 58 L5 65 56 
LGeq 61 55 Leq 63 54 

 
低周波音調査結果（都市計画対象事業実施区域） 

単位：デシベル 
区分

調査地点 
AP 

中心周波数帯（Hz） 
1 1.25 1.6 2 2.5 3.15 4 5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 

地点１ 66 59 58 57 55 54 53 51 50 48 47 46 49 48 48 50 50 51 51 51 49 
地点２ 66 59 57 55 54 53 51 50 48 47 46 47 50 50 50 53 53 53 53 52 50 
地点３ 67 57 56 55 56 54 54 53 52 50 49 48 49 50 52 54 55 55 55 57 55 
地点４ 62 54 54 52 51 49 48 47 45 44 44 45 47 46 47 48 48 49 49 47 44 
 
【類似施設】 
類似施設の特性音圧レベルは、LG5で69～77デシベル、LGeqで67～75

デシベルであった。低周波音圧レベル（1～80Hz）は、L5で67～81デ
シベル、Leqで65～76デシベルであった。 

低周波音調査結果（類似施設） 
単位：デシベル 

区分
調査地点 

AP 
中心周波数帯（Hz） 

1 1.25 1.6 2 2.5 3.15 4 5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 
地点１ 76 64 62 61 61 59 60 63 66 65 67 66 65 62 60 59 56 56 60 59 52 
地点２ 76 68 67 65 64 63 62 61 62 62 62 61 61 60 59 61 60 60 62 57 55 
地点３ 75 68 67 65 64 63 62 60 60 58 56 56 57 57 58 58 59 59 61 61 58 
地点４ 65 47 47 47 47 47 48 49 52 53 53 53 54 55 54 55 54 55 52 51 47   

施設の稼働に伴う超低周波音の予測結果（Ｇ特性音圧レベル）
は、以下に示すとおりである。予測結果は73デシベルとなり、「低
周波音防止対策事例集」の感覚閾値(人間の知覚としては認識さ
れない値)の90デシベルを下回ると予測する。 

施設の稼働に伴う予測結果（Ｇ特性音圧レベル） 
単位：デシベル 

予測地点 
Ｇ特性音圧レベル（LGeq） 

予測結果 感覚閾値注） 
都市計画対象事業実
施区域建屋に最近接

する敷地境界 
73 90 

 
また、1/3オクターブバンド音圧レベルの各周波数における予

測結果は、以下に示すとおりである。予測結果は、全ての周波数
帯で、「低周波音防止対策事例集」の物的影響及び心理的影響の
参考値を下回ると予測する。 
施設の稼働に伴う予測結果（1/3オクターブバンド音圧レベル） 

単位：デシベル 
項目 

中心周波数帯（Hz） 

1 1.25 1.6 2 2.5 3.15 4 5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 

予測値 68 67 65 64 63 62 61 62 62 62 61 61 60 59 61 60 60 62 57 55 

物的影響 
の参考値 

       70 71 72 73 75 77 80 83 87 93 99   

心理的影響

の参考値 
       115 111 108 105 101 97 93 88 83 78 78 80 84 

 

【予測に反映されてい
ないが環境影響の更
なる回避・低減のた
めの環境保全措置】 

・設備機器類について
は、低騒音・低振動型
機器の採用に努め
る。 

・低周波音の伝搬を防
止するために、処理
設備は壁面からの二
次的な低周波音が発
生しないよう配慮す
る。 

・設備機器類の整備、
点検を徹底する。 

・低周波音に係る苦情
が発生した場合に
は、聞き取りや現場
の確認、測定の実施
等により低周波音の
発生状況を的確に把
握し、適切な対策を
検討のうえ実施す
る。 

①環境の保全が適切に
図られているかどう
かの評価 
環境保全措置の実施

方法等について検討し
た結果、左記の環境保
全措置を講ずることか
ら、事業者により実行
可能な範囲で対象事業
に係る環境影響が可能
な限り回避又は低減さ
れているものと評価す
る。 
②環境基準等と予測結果
との比較による評価 
超低周波音等に関す

る基準等が定められて
いないことから、超低
周波音等による人体や
建具等への影響に関す
る調査研究から得られ
た科学的知見等の参考
値と対比した結果、満
足するものと評価す
る。 

 
超低周波音調査結果（類似施設） 

単位：デシベル 
地点 
番号 

地点名 
Ｇ特性音圧レベル 低周波音圧レベル(1～80Hz) 

項目 
調査結果 

項目 
調査結果 

昼間10分間 昼間10分間 

地点１ 類似施設北側 
LG5 77 L5 78 
LGeq 75 Leq 76 

地点２ 類似施設東側 
LG5 75 L5 80 
LGeq 73 Leq 76 

地点３ 類似施南側 
LG5 73 L5 81 
LGeq 70 Leq 75 

地点４ 類似施設西側 
LG5 69 L5 67 
LGeq 67 Leq 65 

 

 
②土地利用の状況 
「10-1 大気質 10-1-1 工事の実施 

１．樹木の伐採、切土又は盛土、工作物の撤
去又は廃棄、仮設工事、基礎工事及び施設
の設置工事に伴う建設機械の稼働による大
気質」に示すとおり。 
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10-5 振動 

10-5-1 工事の実施 

樹木の伐採、切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工事に伴う建設機械の稼働による振動 

調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
①振動の状況 
調査地点の振動レベル（Ｌ10）をみると、昼間で25デシベ

ル未満～42デシベル、夜間で25デシベル未満～35デシベル
となっていた。 

環境振動の調査結果（時間率振動レベル） 
単位：デシベル 

調査地点 
項
目 

等価振動レベル（ＬAeq） 
振動感
覚閾値 

昼間 
(８～19時) 

夜間 
(19～８時) 

都市計画対
象事業実施

区域 

地点１ 
Ｌ10 27 25未満 

55 

Ｌ50 25未満 25未満 
Ｌ90 25未満 25未満 

地点２ 
Ｌ10 42 35 
Ｌ50 32 25未満 
Ｌ90 25未満 25未満 

地点３ 
Ｌ10 40 30 
Ｌ50 30 25未満 
Ｌ90 25未満 25未満 

地点４ 
Ｌ10 25未満 25未満 
Ｌ50 25未満 25未満 
Ｌ90 25未満 25未満 

 
②地盤及び土質の状況 
「10-7 地盤 10-7-1 工事の実施 １．切土又は盛土、

基礎工事及び施設の設置工事に伴う地盤」に示すとおり。 
 
③土地利用の状況 
「10-1 大気質 10-1-1 工事の実施 １．樹木の伐採、

切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎工事
及び施設の設置工事に伴う建設機械の稼働による大気質」
に示すとおり。 
 
④法令による基準等 
【振動規制法に基づく規制基準】 
都市計画対象事業実施区域は第一種住居地域であり、特

定工場・事業所において発生する振動は第一種区域、特定建
設作業振動は第一号区域の基準値が適用される。 
【松戸市公害防止条例に基づく規制基準】 
都市計画対象事業実施区域は第一種住居地域の基準値が

適用される。 

建設機械の稼働による振動の予測結果は、以
下に示すとおりである。 
敷地境界における振動レベルの最大値は、61

デシベルであり、規制基準を満足するものと予
測する。 

建設機械の稼働による振動の予測結果 
単位：デシベル 

予測地点 予測結果 規制基準 

予測地点
の 

予測値 

地点１ 56 

75以下 

地点２ 49 
地点３ 39 
地点４ 56 

敷地境界における 
振動レベルの最大値 

61 
 

【予測に反映されていないが環
境影響の更なる回避・低減の
ための環境保全措置】 

・建設機械及び工事用車両は、
整備、点検を徹底したうえ、
不要なアイドリングや空ぶか
し、急発進・急加速等の高負
荷運転防止等を実施する。 

・発生振動が極力少なくなる施
工方法や手順を十分に検討
し、集中稼働を避け、効率的
な稼働に努める。 

・建設機械の整備、点検を徹底
する。 

①環境の保全が適切に図られて
いるかどうかの評価 
環境保全措置の実施方法等に

ついて検討した結果、左記の環
境保全措置を講ずることから、
事業者により実行可能な範囲で
対象事業に係る環境影響が可能
な限り回避又は低減されている
ものと評価する。 

 
②基準等と予測結果との比較に
よる評価 
建設作業振動の予測結果を、

振動規制法及び松戸市公害防止
条例に基づく規制基準と対比し
た結果、規制基準を満足するも
のと評価する。 
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資材又は機械の運搬に伴う工事用車両の走行による道路交通振動 

調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
①振動の状況 
【道路交通振動】 
現地調査結果は以下に示すとおりである。各調査地点の振動レベル

（Ｌ10）をみると、平日の昼間は37～45デシベル、夜間は32～43デシベ
ル、休日の昼間は37～42デシベル、夜間は31～39デシベルとなっており、
要請限度を満足していた。 

道路交通振動の調査結果 
単位：デシベル 

調査地点 時期 
等価振動レベル（Ｌ10） 

要請限度 昼間 
(８～19時) 

夜間 
(19～８時) 

地点１ くすのき通り 
平日 37 32 

昼間：65 
夜間：60 

休日 37 31 

地点２ 
松戸鎌ケ谷線西側 
（高木第二小学校） 

平日 45 43 
休日 42 39 

地点３ 
松戸鎌ケ谷線東側 
（県道281号グリーンベルト） 

平日 44 41 
休日 41 37 

 
【地盤卓越振動】 
地盤卓越振動数の調査結果は、以下に示すとおりである。なお、各調

査地点の地盤卓越振動数は、18.4～20.0Hz となっており、全ての地点で
軟弱地盤の目安（15Hz 以下）を上回る値となっていた。 

地盤卓越振動数の調査結果 
調査地点 地盤卓越振動数 

地点１ くすのき通り 18.4Hz 
地点２ 松戸鎌ケ谷線西側（高木第二小学校） 20.0Hz 
地点３ 松戸鎌ケ谷線東側（県道281号グリーンベルト） 18.4Hz 

 
②地盤及び土質の状況 
「10-7 地盤 10-7-1 工事の実施 １．切土又は盛土、基礎工事及び

施設の設置工事に伴う地盤」に示すとおり。 
 
③土地利用の状況 
「10-1 大気質 10-1-1 工事の実施 １．樹木の伐採、切土又は盛土、

工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工事に伴う
建設機械の稼働による大気質」に示すとおり。 

工事用車両による道路交通振動の予測結果は、以下に示
すとおりである。 
予測振動レベルは、地点１で42デシベル、地点２で49デ

シベル、地点３で47デシベルとなり、いずれも要請限度を
満足するものと予測する。また、工事用車両による振動レ
ベルの増加量は、地点１で2.5デシベル、地点２で1.0デシ
ベル、地点３で1.2デシベルと予測する。 
 
工事用車両による道路交通振動予測結果（Ｌ10） 

単位：デシベル 

予測地点 
ピーク 

時間帯 

現況 

振動 

レベル 

予測結果 

要請限度 

昼間 

（８～19 時）

地点１くすのき通り 
9:00～

10:00 
39 

42 

（41.5） 

65 以下 
地点２松戸鎌ケ谷線西

側(高木第二小学校） 

9:00～

10:00 
48 

49 

（49.0） 

地点３松戸鎌ケ谷線東

側(県道281号グリー

ンベルト) 

10:00～

11:00 
46 

47 

（47.2） 

注）振動の要請限度との比較は整数で行うが、本事業による増

加分が分かるよう（ ）内に、小数点以下第一位まで表示し

た。 

【計画段階で配慮
し、予測に反映さ
れている環境保全
措置】 

・工事用車両が一定
時間に集中しない
ように工程等の管
理や配車の計画を
行う。 

 
【予測に反映されて
いないが環境影響
の更なる回避・低
減のための環境保
全措置】 

・不要なアイドリン
グや空ぶかし、急
発進・急加速等の
高負荷運転防止等
のエコドライブを
徹底する。 

・工事用車両の整
備、点検を徹底す
る。 

①環境の保全が適切
に図られているか
どうかの評価 
環境保全措置の実

施方法等について検
討した結果、左記の
環境保全措置を講ず
ることから、事業者
により実行可能な範
囲で対象事業に係る
環境影響が可能な限
り回避又は低減され
ているものと評価す
る。 
 

②基準等と予測結果
との比較による評
価 
道路交通振動につ

いては、「要請限度を
満足すること」及び
「事業に伴う振動レ
ベルがほとんど感知
しないレベルである
こと」と対比した結
果、要請限度及び人
体に振動を感じない
レベル（55デシベル）
を満足するものと評
価する。また、本事業
に伴う振動レベルの
変化は、1.0～2.5デ
シベルであることか
ら、本事業の影響は
極めて小さいと評価
する。 

 
 
④道路及び交通の状況 
「10-1 大気質 10-1-1 工事の実施 ３．資材又は機

械の運搬に伴う工事用車両の走行による沿道大気質」に
示すとおり。 
 
⑤法令による基準等 
【振動規制法に基づく道路交通振動の要請限度】 
調査地点は、いずれも振動規制法に基づく第一種区域の

要請限度が適用される。 
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10-5-2 土地又は工作物の存在及び供用 

施設の稼働に伴う振動 

調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
①振動の状況 
「10-5 振動 10-5-1 工事の実施 １．樹木の伐採、

切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎
工事及び施設の設置工事に伴う建設機械の稼働による
振動」に示すとおり。 
 
②地盤及び土質の状況 
「10-7 地盤 10-7-1 工事の実施 １．切土又は盛

土、基礎工事及び施設の設置工事に伴う地盤」に示すと
おり。 
 
③土地利用の状況 
「10-1 大気質 10-1-1 工事の実施 １．樹木の伐

採、切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、
基礎工事及び施設の設置工事に伴う建設機械の稼働に
よる大気質」に示すとおり。 
 
④発生源の状況 
都市計画対象事業実施区域周辺には、振動の発生源と

なるような施設は存在しない。また、移動発生源として
は、都市計画対象事業実施区域南東側のくすのき通りや
南西側のさくら通り等の自動車交通が存在する。また、
下総航空基地からの航空機等が存在する。 
 
⑤法令による基準等 
【振動規制法に基づく規制基準、松戸市公害防止条例に
基づく規制基準】 
「10-5 振動 10-5-1 工事の実施 １．樹木の伐採、

切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎
工事及び施設の設置工事に伴う建設機械の稼働による
振動」に示すとおり。 

施設の稼働による振動の予測結果は、下記に示
すとおりである。 
等振動レベル線をみると、敷地境界における最

大値は、都市計画対象事業実施区域の北西側にお
いて51デシベルであり、規制基準値を下回るもの
と予測する。 

施設の稼働による振動の予測結果 
単位：デシベル 

予測地点 予測結果 規制基準値 

予測地点の

予測値 

地点１ 45 

昼間：60 

夜間：55 

地点２ 47 

地点３ 37 

地点４ 49 

敷地境界における 

振動レベル最大値 
51 

 

 

【計画段階で配慮し、予測に反
映されている環境保全措置】 

・振動レベルが大きな機器類に
ついて、防振ゴムや独立基礎
構造等の対策を講ずる。 

 
【予測に反映されていないが環

境影響の更なる回避・低減の
ための環境保全措置】 

・設備機器類は、低振動型機器
の採用に努める。 

・設備機器の整備、点検を徹底
する。 

①環境の保全が適切に図られて
いるかの評価 
環境保全措置の実施方法等に

ついて検討した結果、左記の環
境保全措置を講ずることから、
事業者により実行可能な範囲で
対象事業に係る環境影響が可能
な限り回避又は低減されている
ものと評価する。 

 
②基準等と予測結果との比較に
よる評価 
振動の予測結果を、振動規制

法及び松戸市公害防止条例の規
制基準と対比した結果、規制基
準を満足するものと評価する。 
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調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
①振動の状況 
【道路交通振動、地盤卓越振動】 
「10-5 振動 10-5-1 工事の実施 ２．資材又
は機械の運搬に伴う工事用車両の走行による道
路交通振動」に示すとおり。 
 
②地盤及び土質の状況 
「10-7 地盤 10-7-1 工事の実施 １．切土

又は盛土、基礎工事及び施設の設置工事に伴う
地盤」に示すとおり。 
 
③土地利用の状況 
「10-1 大気質 10-1-1 工事の実施 １．樹

木の伐採、切土又は盛土、工作物の撤去又は廃
棄、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工事に
伴う建設機械の稼働による大気質」に示すとお
り。 
 

④道路及び交通の状況 
「10-1 大気質 10-1-1 工事の実施 ３．資

材又は機械の運搬に伴う工事用車両の走行によ
る沿道大気質」に示すとおり。 
 
⑤法令による基準等 
【振動規制法に基づく道路交通振動の要請限
度】 
「10-5 振動 10-5-1 工事の実施 ２．資材又
は機械の運搬に伴う工事用車両の走行による道
路交通振動」に示すとおり。 
 

関係車両による道路交通振動の予測結果は、以下に示す
とおりである。 
予測振動レベルは、43～50デシベルであり、いずれの地

点も要請限度を下回るものと予測する。また、関係車両に
よる振動レベルの増加量は、地点１で3.7デシベル、地点２
で1.6デシベル、地点３で0.1デシベルと予測する。 
 

関係車両による道路交通振動予測結果（Ｌ10） 

単位：デシベル 

予測地点 
ピーク 

時間帯 

現況 

振動 

レベル 

予測結果 

要請限度 

昼間 

（８～19 時）

地点１くすのき通り 
9:00～

10:00 
39 

43 

（42.7） 

65 以下 

地点２松戸鎌ケ谷線西

側(高木第二小学校） 

9:00～

10:00 
48 

50 

（49.6） 

地点３松戸鎌ケ谷線東

側(県道281号グリー

ンベルト) 

9:00～

10:00 
46 

46 

（46.1） 10:00～

11:00 
46 

注）振動の要請限度との比較は整数で行うが、本事業による増加

分が分かるよう（ ）内に、小数点以下第一位まで表示し

た。 
 

【計画段階で配慮し、予測に反
映されている環境保全措置】 

・廃棄物運搬車両が一定時間に
集中しないように搬入時間の
分散を行う。 

 
【予測に反映されていないが環
境影響の更なる回避・低減の
ための環境保全措置】 

・不要なアイドリングや空ぶか
し、急発進・急加速等の高負
荷運転防止等のエコドライブ
を徹底する。 

・廃棄物運搬車両の整備、点検
を徹底する。 

①環境の保全が適切に図られて
いるかどうかの評価 
環境保全措置の実施方法等に

ついて検討した結果、左記の環
境保全措置を講ずることから、
事業者により実行可能な範囲で
対象事業に係る環境影響が可能
な限り回避又は低減されている
ものと評価する。 
 

②基準等と予測結果との比較に
よる評価 
道路交通振動については、「要

請限度を満足すること」及び「事
業に伴う振動レベルがほとんど
感知しないレベルであること」
と対比した結果、要請限度及び
人体に振動を感じないレベル
（55デシベル）を満足するもの
と評価する。また、本事業に伴う
振動レベルの変化は、0.1～3.7
デシベルであることから、本事
業の影響は極めて小さいと評価
する。 
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10-6 悪臭 

10-6-1 土地又は工作物の存在及び供用 

施設の稼働に伴う悪臭 

調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
①悪臭の状況 
臭気指数は、夏季、冬季ともにいずれの地点も

10未満（臭気濃度10未満）であった。また、特定
悪臭物質濃度は、夏季、冬季ともに全ての項目で
悪臭防止法に基づく敷地境界の規制基準を満足
していた。 
 
②気象の状況、③土地利用の状況 
「10-1 大気質 10-1-1 工事の実施 １．樹

木の伐採、切土又は盛土、工作物の撤去又は廃
棄、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工事に
伴う建設機械の稼働による大気質」に示すとお
り。 
 
④発生源の状況 
都市計画対象事業実施区域は、旧施設の工場棟

等や多目的広場となっている。旧施設は現状で稼
働停止しており、適切な維持管理を行っているこ
とから悪臭の漏洩はない。その他、都市計画対象
事業実施区域及びその周辺には、悪臭を周囲に発
生させている施設や土地利用は確認されなかっ
た。 
 
⑤法令による基準等 
【悪臭防止法に基づく規制基準】 
都市計画対象事業実施区域は、第一種住居地

域に係る臭気指数の規制基準が適用される。な
お、隣接する柏市は、第一種住居地域に係る特
定悪臭物質の規制基準が適用される。 
【千葉県悪臭対策の指針による指導目標値】 
都市計画対象事業実施区域は住居系地域の

指導目標値が適用される。 
【松戸市公害防止条例】 
本施設は特定事業場に該当しない。 

①施設に搬入・貯留される廃棄物による悪臭の影響 
都市計画対象事業実施区域及び現施設の敷地境界における現地調

査の結果では、臭気指数及び特定悪臭物質ともに規制基準値を満足
していた。 
主な悪臭の発生源と考えられるプラットホームの位置は、本施設

が地上階で計画しており現施設の地階と異なる。ただし、本施設の
悪臭防止対策として、廃棄物の搬入や荷下ろし等の作業は屋内で行
い、廃棄物運搬車両が出入するプラットホームの出入口扉は、常時
開放しない運営とし、外気の通り抜けによる臭気の漏洩を防止する
計画である。また、ごみピット、プラットホーム等は負圧を保つこと
により、外部への臭気の漏洩を防止する。ごみピット、プラットホー
ムの空気を燃焼用空気として炉内に吹き込むことで、燃焼による臭
気成分の分解を行う。これらのことから、プラットホームの位置が
地上階になった場合でも適切な悪臭防止対策を行うことで、現施設
と同等の環境になるものと考えられる。 
休炉時には、ごみピット内の臭気が外部に拡散しないよう、ピッ

ト内の空気を脱臭装置により吸引し脱臭を行い、必要に応じて消臭
剤を噴霧する計画である。 
現施設では、敷地境界付近での現地調査の結果が規制基準を満足

しており、施設に起因する悪臭に係る苦情もほとんどない。本施設
では、現施設と同等の悪臭防止対策を実施する計画である。 
以上のことから、本施設の稼働時及び休炉時の敷地境界での臭気

指数及び特定悪臭物質濃度は、規制基準値を満足すると予測する。 
 
②施設の稼働に伴う煙突排出ガスからの悪臭による影響 
臭気濃度は、全てのケースで10未満であり、大部分の地域住民が

日常生活において感知する以外の臭気を感知しない程度になるもの
と予測する。また、アンモニアは、全てのケースで0.1ppm未満であ
り、悪臭防止法の規制基準を満足する。 
 

ごみ処理施設稼働による悪臭の予測結果 

気象条件 臭気濃度 アンモニア（ppm） 風下距離（ｍ） 

大気安定度不安定時 10未満 0.1未満（0.0081） 580 

上層気温逆転時 10未満 0.1未満（0.0162） 590 

接地逆転層崩壊時 10未満 0.1未満（0.0125） 720 

ダウンウォッシュ時 10未満 0.1未満（0.0042） 490 

ダウンドラフト時 10未満 0.1未満（0.0088） 550 
 

【計画段階で配慮し、予測に反
映されている環境保全措置】 

・廃棄物の保管場所、処理設備
等は建屋内への配置を基本
とし、搬入や荷下ろし等の作
業を屋内で行うことで、臭気
の拡散を防止する。 

・廃棄物運搬車両が出入する
プラットホームの出入口扉
は、常時開放しない運営と
し、外気の通り抜けによる臭
気の漏洩を防止する。 

・ごみピット、プラットホーム
等は負圧を保つことにより、
外部への臭気の漏洩を防止
する。また、ごみピット、プ
ラットホームの空気を燃焼
用空気として炉内に吹き込
むことで、燃焼による臭気成
分の分解を行う。 

・プラットホームの洗浄を適
宜行う。 

・廃棄物運搬車両用の洗車機
を設置する。 

・休炉時には、ごみピット内の
臭気が外部に拡散しないよ
う、ピット内の空気を脱臭装
置により吸引し脱臭を行う。 

・ごみピット、プラットホーム
には、休炉時等必要に応じて
消臭剤を噴霧する。 

・ごみ質の均一化を図り適正
負荷による安定した燃焼を
維持することで、煙突排ガス
からの悪臭の低減に努める。 

①環境の保全が適切に図
られているかの評価 
環境保全措置の実施方

法等について検討した結
果、左記の環境保全措置を
講ずることから、事業者に
より実行可能な範囲で対
象事業に係る環境影響が
可能な限り回避又は低減
されているものと評価す
る。 
 
②環境基準等と予測結果
との比較による評価 

【ごみ処理施設に搬入・貯
留される廃棄物の影響】 
ごみ処理施設に搬入・貯

留される廃棄物の影響に
よる敷地境界での臭気指
数及び特定悪臭物質の濃
度は、悪臭防止法に基づく
規制基準を満足するもの
と評価する。 
 

【ごみ処理施設稼働（煙突
排出ガス）による影響】 
ごみ処理施設稼働によ

る臭気濃度及びアンモニ
ア（特定悪臭物質）の最大
着地濃度の予測結果は、臭
気濃度が10未満、アンモニ
アが0.1ppm未満であり、整
合を図るべき基準を満足
するものと評価する。 
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10-7 地盤 

10-7-1 工事の実施 

切土又は盛土、基礎工事及び施設の設置工事に伴う地盤 

調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
①地形、地質及び土質の状況 
【地形の状況】 
「10-1 大気質 10-1-1 工事の実施 １．樹木の伐

採、切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、
基礎工事及び施設の設置工事に伴う建設機械の稼働
による大気質」に示すとおり。 
 

【地質及び土質の状況】 
都市計画対象事業実施区域及びその周辺は火山性

岩石であるローム３となっている。また、都市計画対
象事業実施区域東側の大津川及びその支川沿いは、未
固結堆積物である泥がち堆積物、現河床堆積物、砂１
及び砂２等が分布している。 
都市計画対象事業実施区域の地層区分は、大きく分

けて上位から、「盛土層」、「沖積層腐植土」、「洪積層
ローム」、「洪積層第１粘性土」、「洪積層第１砂質土」、
「洪積層第２砂質土」、「洪積層第２粘性土」、「洪積層
第３砂質土」に区分される。Ｎ値が60以上を示す地層
区分は、洪積層第１砂質土から下位の地層で確認され
た。「沖積層腐植土」、「洪積層ローム」、「洪積層第１粘
性土」における土質は、主に砂分、シルト分、粘土分
が確認された。 
 
②地下水の状況 
地下水位の状況は、年間の水位変動が地点１で

T.P.16.74～17.46ｍ、地点２でT.P.16.29～17.02ｍ、
地点３でT.P.15.74～16.49ｍとなっており、豊水期に
高く、渇水期に低かった。降雨への応答がややみられ
るものの、変動幅(平均水位からの変動量)は0.3～0.4
ｍであり年間を通して変動量は小さい。なお、観測井
戸の標高が約19ｍ（T.P.18.15ｍ～T.P.19.17ｍ）であ
ることから、地下水は地表から約１～２ｍ付近に存在
する。 
地下水の流れの方向は、渇水期・豊水期ともに台地

から上大津川に向かって流動していると想定される。 

一般的に地盤沈下は、粘土層が厚く軟弱地盤の地域
において、過剰な地下水排水や利用等により地下水位
の低下及び帯水層の水圧が低下し、粘土層内の水分が
帯水層に排出され粘土層が収縮することで発生する。 
都市計画対象事業実施区域東側の大津川及びその

支川沿いは、未固結堆積物である泥がち堆積物、現河
床堆積物、砂１及び砂２等が分布している。また、都
市計画対象事業実施区域の低地範囲では、軟弱地盤と
される沖積層の腐植土（Ap）及び洪積層の第１粘性土
（Dc1）が盛土層下層のT.P.14.0ｍ～17.0ｍ付近で確
認された。 
地下水低下量は、受入ピット部では、掘削時の揚水

量約800ｍ3/日、地下水位低下範囲約180ｍ、ごみピッ
ト＋工場棟部の掘削時では、揚水量約750ｍ3/日、地下
水位低下範囲約60ｍと予測する。 
これらのことから、掘削工事に伴う地下水低下が生

じた場合は、都市計画対象事業実施区域の低地範囲や
上大津川沿いで、地盤沈下が生じる可能性があると予
測する。ただし、住宅が位置する場所は、上位砂礫台
地の火山性岩石であるローム３になっており、本施設
の掘削工事に伴う著しい地盤沈下は生じないものと
予測する。 
ごみピット部等の掘削にあたっては、必要な調査を

実施し、止水矢板の設置や地盤改良等による揚水量の
少ない工法を検討し、対策を実施する。 

【計画段階で配慮し、予測に反
映されている環境保全措置】 

・ごみピットの構造は、地下方
向への掘削量の少ない構造と
し、掘削深度の縮小を図る。 

 
【追加的に実施を検討し、予測
に反映されている環境保全措
置】 

・止水矢板の設置や地盤改良等
による揚水量の少ない工法等
を検討する。 

・掘削工事やその前後の期間
は、対象事業実施区域の周辺
で地下水位のモニタリングを
実施する。 

①環境の保全が適切に図られて
いるかどうかの評価 
環境保全措置の実施方法等に

ついて検討した結果、左記の環
境保全措置を講ずることから、
事業者により実行可能な範囲で
対象事業に係る環境影響が可能
な限り回避又は低減されている
ものと評価する。 
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10-7-2 土地又は工作物の存在及び供用 

施設の存在等に伴う地盤 

調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
①地形、地質及び土質の状況 
【地形の状況】 
「10-7地盤 10-7-1工事の実施 １．切

土又は盛土、基礎工事及び施設の設置工事
に伴う地盤」に示すとおり。 
【地質及び土質の状況】 
「10-7地盤 10-7-1工事の実施 １．切

土又は盛土、基礎工事及び施設の設置工事
に伴う地盤」に示すとおり。 
 
②地下水の状況 
「10-7地盤 10-7-1工事の実施 １．切

土又は盛土、基礎工事及び施設の設置工事
に伴う地盤」に示すとおり。 

 

本施設のごみピット上下流における地
下水位の変動量は、0.24ｍと予測され、各
調査地点における地下水位の年間変動幅
約0.6ｍに対して小さい。また、地下水は現
状で、既存施設の周囲を迂回して流れてい
ると考えられ、井戸枯渇や地盤沈下等の実
害も報告されていないことから、地下水の
流動阻害に起因する極端な水位上昇又は
水位低下は小さいと考えられる。 
以上のことから、都市計画対象事業実施

区域及びその周辺における地下水位の低
下に伴う著しい地盤沈下は生じないもの
と予測する。 

【計画段階で配慮し、予測に反映されてい
る環境保全措置】 

・ごみピットの構造は、地下方向への掘削
量の少ない構造とし、掘削深度の縮小を
図る。 

 
【予測に反映されていないが環境影響の更
なる回避・低減のための環境保全措置】 

・都市計画対象事業実施区域の周辺で地下
水位のモニタリングを実施する。 

①環境の保全が適切に図られているかど
うかの評価 
環境保全措置の実施方法等について検

討した結果、左記の環境保全措置を講ず
ることから、事業者により実行可能な範
囲で対象事業に係る環境影響が可能な限
り回避又は低減されているものと評価す
る。 
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10-8 土壌 

10-8-1 工事の実施 

切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄及び基礎工事に伴う土壌汚染 

調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
①土壌汚染の状況 
【土壌の汚染に係る環境基準に定める項目】 
全ての項目で環境基準値を下回っていた。 

【地下水質に係る環境基準に定める項目】 
全ての項目、地点で環境基準値を下回っていた。 

 
②地形、地質及び地下水位の状況 
【地形及び地質の状況、地下水位の状況】 
「10-7地盤 10-7-1工事の実施 １．切土又は盛土、基礎工事及び施設の設置

工事に伴う地盤」に示すとおり。 
 
③土地利用の状況 
「10-1 大気質 10-1-1 工事の実施 １．樹木の伐採、切土又は盛土、工作物

の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工事に伴う建設機械の稼働
による大気質」に示すとおり。 
 
④地歴の状況 
【土地利用状況及びその変遷】 
旧施設は、1978年（昭和53年）に着工し1980年（昭和55年）に竣工している。

旧施設の竣工前である1970年（昭和45年）では、耕作地や樹林地であったことが
確認された。建設工事中である1980年（昭和55年）では、北側に工場棟、管理棟、
計量棟（一部建設中）が確認でき、南側に多目的広場、テニスコート、駐車場が
確認できた。2019年（令和元年）では現在と同様の土地利用が確認できた。 
【土壌汚染のおそれの状況】 
旧施設は、昭和55年に稼働開始後、令和２年３月に稼働停止している。 
人為由来による汚染のおそれとして、旧施設では、ガソリンの保管が確認された

ため、ベンゼンによる土壌汚染のおそれの可能性があると考えられる。また、現在
では公共用水域に排水していないものの、排水関係の施設等に関して水質の分析が
継続して行っており、「カドミウム、六価クロム、水銀、セレン、鉛、ふっ素、ほ
う素」が現行の基準を超過して検出されている。そのため、これらの第二種特定有
害物質を含む物質による土壌汚染のおそれの可能性があると考えられる。 
自然由来及び水面埋立て土砂由来による汚染のおそれについては、土地利用変遷

状況や既往資料等から土壌汚染のおそれはないと考えられる。 
以上のことから、土壌汚染のおそれのある物質としては、土壌汚染対策法の指定

物質である第一種特定有害物質としてベンゼン、第二種特定有害物質として全項目
（9項目）の他、施設の特性を考慮のうえ、ダイオキシン類について土壌汚染のお
それがあるものと評価した。 
 

土壌汚染対策法に係る基準項目の現地
調査の結果、基準不適合が確認された。基
準不適合の土壌は、工事中における対策方
法と対策範囲を明確にしたうえで適切に
対応する。これらの調査、対策等の実施に
あたっては、千葉県環境生活部等の関係系
機関と十分に協議を行い、関係法令に基づ
き必要な届出及び適切な対応を行う。 
また、都市計画対象事業実施区域のうち

汚染のおそれのある区域における土壌を
場外に搬出する際は、事前に汚染の有無を
確認する。搬出する土壌に汚染がある場合
は、「汚染土壌の運搬に関するガイドライ
ン（改訂第4.2版）」（令和６年４月 環境
省）及び「汚染土壌の処理業に関するガイ
ドライン（改訂第4.3版）」（令和６年４月 
環境省）を遵守し、運搬及び処理を行う。 
地下水質については、土壌汚染が確認さ

れた地点の地下水下流側にあたる調査地
点３において、全ての項目で環境基準値を
下回っていることから、影響は小さいもの
と予測する。 
以上のことから、土壌汚染の拡散は防止

できるものと予測する。 

【追加的に実施
を検討し、予
測に反映され
ている環境保
全措置】 

・汚染のおそれ
のある区域に
おける土壌を
場外に搬出す
る際は、事前
に汚染の有無
を確認したう
えで、適切に
運搬及び処理
を行う。 

①環境の保全が適切に図られて
いるかどうかの評価 
環境保全措置の実施方法等に

ついて検討した結果、左記の環
境保全措置を講ずることから、
事業者により実行可能な範囲で
対象事業に係る環境影響が可能
な限り回避又は低減されている
ものと評価する。 
②環境基準等と予測結果との比
較による評価 
環境基準項目及びダイオキシ

ン類の調査結果では、全ての項
目で環境基準を下回っている。
地歴調査及び自主的な土壌汚染
調査では、ふっ素及びその化合
物（土壌溶出量）及び「鉛及びそ
の化合物（土壌溶出量）」で基準
不適合が確認された。環境保全
措置に示す対策を実施すること
から、土壌汚染の拡散は防止で
きるものと予測する。 
以上のことから、環境基準等

の整合を図るべき基準を満足す
るものと評価する。 

【土壌汚染対策法に基づく自主的な土壌汚染調査】 
第一種特定有害物質は、ベンゼン（土壌ガス）が全地点において検出されなかった。 
第二種特定有害物質は、ふっ素及びその化合物（土壌溶出量）が４か所、「鉛及びその化合物

（土壌溶出量）」が３か所で基準不適合の値が確認された。 
土壌汚染対策法に係る指定物質ではないが、施設特性を考慮して調査対象物質に選定したダイ

オキシン類については、全地点について環境基準値及び調査指標値の超過はなかった。 
 

⑤法令による基準等 
【環境基本法に基づく環境基準、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく環境基準、土壌汚染対策法に基づく基準】 
土壌汚染に係る法令による基準は、「第３章 都市計画対象事業実施区域及びその周囲の概況」

に示したとおり。 
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10-9 日照阻害 

10-9-1 土地又は工作物の存在及び供用 

施設の存在等に伴う日照阻害 

調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
①土地利用の状況、②地形の状況 
「10-1 大気質 10-1-1 工事の実施 １．

樹木の伐採、切土又は盛土、工作物の撤去又
は廃棄、仮設工事、基礎工事及び施設の設置
工事に伴う建設機械の稼働による大気質」に
示すとおり。 
 
③法令による基準等 
都市計画対象事業実施区域及び周辺は、第

一種住居地域のうち高度地区に指定されて
おり、隣地境界線からの距離５ｍを超え10ｍ
以内で４時間、10ｍを超える範囲で2.5時間
の日影時間が規制される。 

本施設における冬至日の日影は、時刻
別日影図をみると、８時台及び16時台で
工場棟の日影が住宅等に生じ、煙突を含
む影も最も長くなるものと予測する。な
お、日影は、広範囲に生じるものの、狭
い幅で移動していることから、その影響
は小さいと考えられる。 
本施設における冬至日の日影時間は、

等時間日影図をみると、平均地盤面から
の高さ４ｍにおいて、４時間以上日影と
なる範囲では敷地境界線から５ｍを超え
ない範囲、2.5時間以上日影となる範囲で
は敷地境界線から10ｍを超えない範囲で
あった。 

【計画段階で配慮し、予測に反映されてい
る環境保全措置】 

・安全な動線計画やその他規制等に配慮
した上で、可能な限り南側への建物配
置や建物高さを抑える等により日影の
影響の低減を図る。 

①環境の保全が適切に図られているかど
うかの評価 
等時間日影図による本施設に係る日影

の予測結果は、４時間以上日影となる範囲
では敷地境界線から５ｍを超えない範囲、
2.5時間以上日影となる範囲では敷地境界
線から10ｍを超えない範囲であり、基準を
満足するものであった。 
さらに、環境保全措置の実施方法等につ

いて検討した結果、左記の環境保全措置を
講ずることから、事業者により実行可能な
範囲で対象事業に係る環境影響が可能な
限り回避又は低減されているものと評価
する。 
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10-10 植物 

10-10-1 工事の実施及び土地又は工作物の存在及び供用 

樹木の伐採、切土又は盛土、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工事並びに施設の存在等に伴う植物 

調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
①植物相の状況 
調査地域内では、46目104科401種が確認された。

これらの確認種のうち、植栽は99種、逸出は55種、
特定外来生物は３種であった。 
都市計画対象事業実施区域内では、78科213種の

植物が確認された。多目的広場の草地ではシバ、
チガヤ、シロツメクサ等が、多目的広場の樹林で
はクスノキ、クヌギ、ソメイヨシノ等の植栽樹が
確認された。また、構造物や道路沿いではヒメジョ
オン、ヨモギ、オッタチカタバミ等の路傍雑草が
確認された。 
都市計画対象事業実施区域外では、99科329種の

植物が確認された。都市計画対象事業実施区域北
側に隣接する野馬除緑地ではスギ、ヒノキ、シラ
カシ等の植栽樹やシュロ、ナンテン、アズマネザ
サ等が確認された。上大津川はコンクリート水路
のため植物の生育環境は乏しいものの、土溜まり
でヨシ、クサヨシ、壁際でホウライシダ等が確認
された。調整池では、ヨシやオオフサモが繁茂し
ている他、オランダガラシ、ヤナギタデ、セリ等の
湿生植物が確認された。 
 

②植生の状況 
調査地域内では、11分類18植物群落及び土地利

用区分が確認された。調査地域内は、「人工構造物」
（構造物、道路等）が全体の約86.36％となってお
り、「植林地」（植栽樹群(落葉広葉樹林・常緑広葉
樹林)、スギ・ヒノキ植林、マダケ植林）が約9.83％、
「耕作地」（果樹園）が約1.09％、開放水域が約
0.35％、その他群落が2.37％となっている。 
都市計画対象事業実施区域内では、２分類４植

物群落及び土地利用区分が確認された。都市計画
対象事業実施区域内は「人工構造物」（構造物、公
園・グラウンド等）等が全体の約53.02％を占めて
いる他、「植林地」（植栽樹群（落葉広葉樹林・常緑
広葉樹林））が約46.99％となっている。 

①植物相の変化 
樹林環境に生育する植物相について、工事中の直接

的影響が生じる可能性があると予測する。 
 

植物相の変化についての予測結果概要 

項目 
確認状況 影響の程度 

科数 種数 工事中 供用時 
植物相 104 科 401 種 △ － 

注）×：影響は大きい △：影響が生じる可能性がある 

－：影響はない又は極めて小さい 

 
②重要な種の生育状況の変化及び地域の特性を把握す
るうえで注目される種の生育状況の変化 
いずれの種についても、工事中及び供用時の影響は

極めて小さいと予測する。 
 

重要な種の生育状況の変化及び地域の特性を把握する
うえで注目される種の生育状況の変化の予測結果概要 

No. 種名 
確認状況 影響の程度 

内 外 工事中 供用時 

１ 
Cephalanthera
属の一種 

 
４か所 
(23 株) 

－ － 

２ カワヂシャ  
６か所 
(730 株) 

－ － 

３ ヨシ(ヨシ群落)  0.525ha － － 
 

【計画段階で配慮し、予測に
反映されている環境保全
措置】 

・都市計画対象事業実施区域
の40％（1.44ha）以上を緑
地とする。 

・工事中における施工ヤード
を都市計画対象事業実施
区域内に確保し、本事業に
よる改変面積が可能な限
り小さくなるように努め
る。 

・敷地境界付近には敷地外へ
の粉じんの飛散を防止す
るため、仮囲い等を設置す
る。 

・工事中は、必要に応じて、
適宜、散水を行う。 

・造成工事や土工事等の濁水
による影響が懸念される
場合は、必要に応じて、仮
設沈砂池等を設置し、一時
的に雨水等の濁水を貯留
し、土砂を沈殿させた後に
放流する。 

・本施設のプラント排水及び
生活排水は下水道放流で
あり公共用水域に放流し
ない。 

・安全な動線計画やその他規
制等に配慮した上で、可能
な限り南側への建物配置
や建物高さを抑える等に
より日影の影響の低減を
図る。 

 

①環境の保全が適切に図られている
かどうかの評価 
各項目について、環境保全措置の実

施方法等について検討した結果、左記
の環境保全措置を講ずることから、事
業者により実行可能な範囲で対象事
業に係る環境影響が可能な限り回避
又は低減されているものと評価する。 
なお、各項目の評価結果は、以下に

示すとおりである。 
 

【植物相の変化】 
予測地域内において、植栽樹群等の

樹林環境が約50％消失することから、
これらを構成する樹林環境に生育す
る植物相への工事中の直接的影響が
生じる可能性がある。ただし、「生育
が良好な既存の樹木を極力保全し、可
能な限り既存の緑地を活用するよう
努める」等の環境保全措置を実施する
ことで、工事中も既存の樹林環境に生
育する植物相が保全され、本事業によ
る植物相の変化は小さくなると考え
られる。また、供用時には「消失する
植栽樹群の影響を代償するため、可能
な限りまとまった樹林環境となるよ
うに植栽するよう努める」等の環境保
全措置を実施することで、影響の低減
に努める計画である。 
以上を踏まえ、予測地域内における

植物相の変化に対して、実行可能な範
囲で適切な配慮がなされていること
から、対象事業に係る環境影響が可能
な限り回避又は低減されているもの
と評価する。 
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調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
③重要な種及び重要な群落の把握 
【重要な種】 
確認された植物種のうち重要な

種は、２科２種確認された。
Cephalanthera属の一種(キンラ
ン、ギンラン、ササバギンラン)は
春季に、カワヂシャは早春季及び
春季に確認された。 
 
【重要な群落】 
調査地域には、特定植物群落や

千葉県レッドデータブック等に指
定されている重要な植物群落は分
布していない。 
 

④大径木・古木の確認状況 
調査地域内では、クスノキが最

も多く114本、次いでソメイヨシノ
が16本、シラカシが10本、ケヤキが
８本、ヒノキが５本、スダジイが３
本、コナラ、イヌシデが各２本、ス
ギ、メタセコイア、セイヨウハコヤ
ナギ、ムクノキ、エノキ、クヌギ、
ナンキンハゼが各１本、合計167本
の大径木が確認された。確認数が
最も多いクスノキは、主にくすの
き通り沿いの街路樹として確認さ
れた。２番目に確認が多いソメイ
ヨシノは、主にさくら通り沿いの
街路樹として多く確認された。 
都市計画対象事業実施区域内で

は、クスノキが23本、ソメイヨシ
ノ、ケヤキが各５本、スダジイ、コ
ナラが各２本、シラカシ、セイヨウ
ハコヤナギが各１本、合計39本の
大径木が確認された。なお、これら
の大径木には樹洞は確認されな
かった。確認数の多いクスノキや
ケヤキは、主に多目的広場の植栽
樹として確認された。 
 

③植物群落の変化 
植栽樹群（落葉広葉樹林）及び植栽樹群（常緑広葉樹林）

について、工事中の直接的影響が生じる可能性があると予測
する。 
 

植物群落の変化についての予測結果概要 

№ 
植物群落及び 

土地利用区分 

確認状況(ha) 
影響の 

程度 

都市計画
対象事業
実施区域 

予測地域 
工 

事 
中 

供 

用 
時 

１ オオフサモ群落  0.042  － － 

２ メヒシバ－エノコログサ群落  0.069  － － 

３ セイタカアワダチソウ群落  0.003  － － 

４ シャクチリソバ群落  0.006  － － 

５ ヨシ群落  0.525  － － 

６ チガヤ群落  0.098  － － 

７ カワヤナギ群落  0.013  － － 

８ マダケ植林  0.003  － － 

９ 植栽樹群(落葉広葉樹林) 0.509  1.052  △ △ 

10 植栽樹群(常緑広葉樹林) 1.173  2.006  △ △ 

11 スギ・ヒノキ植林  0.082  － － 

12 果樹園  0.350  － － 

13 公園・グラウンド 0.474  1.141  － － 

14 人工裸地  0.595  － － 

15 構造物 1.424  19.519  － － 

16 コンクリート構造物  0.207  － － 

17 道路  6.150  － － 

18 開放水面  0.112  － － 

合計 3.580 31.973 － － 

注）×：影響は大きい △：影響が生じる可能性がある 

－：影響はない又は極めて小さい 

 

【予測に反映されてい
ないが環境影響の更
なる回避・低減のため
の環境保全措置】 

・生育が良好な既存の
樹木を極力保全し、可
能な限り既存の緑地
を活用するよう努め
る。 

・消失する植栽樹群の
影響を代償するため、
可能な限りまとまっ
た樹林環境となるよ
うに植栽するよう努
める。 

・植栽する樹種は、立地
条件を考慮し、可能な
限り周辺に生育する
種（在来種)や本事業
により消失する樹種
を用いるよう努める。 

・大径木が可能な限り
残存するように土地
利用計画を再検討す
る。また、残存できる
大径木がある場合は、
誤って伐採しないよ
う工事開始前に生育
位置を確認する。 

【重要な種及び地域の特性を把握するうえで注目
される種の生育状況の変化】 
工事の実施に伴う直接改変により、都市計画対象

事業実施区域内が全て造成地となるものの、本事業
における、重要な種及び地域の特性を把握するうえ
で注目される種（Cephalanthera属の一種、カワヂ
シャ、ヨシ）への影響は、いずれの種についても小
さいと予測された。さらに、「生育が良好な既存の樹
木を極力保全し、可能な限り既存の緑地を活用する
よう努める」等の環境保全措置を実施することで、
影響の低減に努める計画である。また、供用時には
「消失する植栽樹群の影響を代償するため、可能な
限りまとまった樹林環境となるように植栽するよ
う努める」等の環境保全措置を実施することで、更
なる影響の低減に努める計画である。 
以上を踏まえ、予測地域内における重要な種及び

地域の特性を把握するうえで注目される種に対し
て、適切な配慮がなされていることから、事業者に
より実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響が
可能な限り回避又は低減されているものと評価す
る。 
 
【植物群落の変化】 
予測地域内において、植栽樹群（落葉広葉樹林）が
約48.38％、植栽樹群（常緑広葉樹林）が約58.47％
消失することから、これらの植物群落及び構成する
植物への工事中の直接的影響が生じる可能性があ
る。ただし、「生育が良好な既存の樹木を極力保全
し、可能な限り既存の緑地を活用するよう努める」
等の環境保全措置を実施することで、工事中も既存
の植物群落及び構成する植物が保全され、本事業に
よる植物群落の変化による影響は小さくなると考
えられる。また、供用時には「消失する植栽樹群の
影響を代償するため、可能な限りまとまった樹林環
境となるように植栽するよう努める」等の環境保全
措置を実施することで、更なる影響の低減に努める
計画である。 
以上を踏まえ、予測地域内における植物群落の変

化に対して、適切な配慮がなされていることから、
事業者により実行可能な範囲で対象事業に係る環
境影響が可能な限り回避又は低減されているもの
と評価する。   
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調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
⑤植生自然度 
調査地域内では、自然度１

が 最 も 多 く 、 全 体 の 約
86.36％となっている。比較
的自然度の高い群落として
は、自然度７が全体の約
0.04％、自然度６が約0.26%、
自然度５が約1.95％となっ
ていた。 
都市計画対象事業実施区

域では、自然度１が全体の約
53.02 ％ 、 自 然 度 ３ が 約
46.98％となっていた。 
 
⑥指定・規制の状況 
都市計画対象事業実施区

域は、「鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化に関す
る法律」に基づき、「東葛飾・
市川船橋浦安沖特定猟具使
用禁止区域（銃器）」が指定さ
れている。 

④植生自然度の変化 
植生自然度３について、工事中の直接的影響が生じる可能性がある

と予測する。 
植生自然度の変化についての予測結果概要 

自
然
度 

該当する植物群落 
及び土地利用区分 

確認状況(ha) 影響の程度 
都市計画対象
事業実施区域 予測地域 工事中 供用時 

10 －   － － 
9 －   － － 
8 －   － － 
7 カワヤナギ群落  0.013 － － 
6 スギ・ヒノキ植林  0.082 － － 
5 ヨシ群落、チガヤ群落  0.623 － － 

4 
オオフサモ群落、メヒシバ－エノコロ
グサ群落、セイタカアワダチソウ群
落、シャクチリソバ群落 

 0.120 － － 

3 
マダケ植林、植栽樹群(落葉広葉樹
林)、植栽樹群(常緑広葉樹林)、果樹園 1.682 3.411 △ － 

2 －   － － 

1 
公園・グラウンド、人工裸地、構造物、
コンクリート構造物、道路 1.898 27.612 － － 

W 開放水面  0.112 － － 
合計 3.580 31.973 － － 

注）×：影響は大きい △：影響が生じる可能性がある 

－：影響はない又は極めて小さい 
 
⑤大径木・古木の生育状況の変化 
一部は工事中の直接的影響が生じる可能性があると予測する。 

大径木・古木の生育状況の変化についての予測結果概要 

種名 
確認状況(本) 影響の程度 

(凡例は上記④と同様） 都市計画対象事業実施区域 
内 外 工事中 供用時 

クスノキ 23 91 △ － 
ソメイヨシノ 5 11 △ － 
シラカシ 1 9 △ － 
ケヤキ 5 3 △ － 
ヒノキ 0 5 － － 
スダジイ 2 1 △ － 
コナラ 2 0 △ － 
イヌシデ 0 2 － － 
スギ 0 1 － － 
メタセコイア 0 1 － － 
セイヨウハコヤナギ 1 0 △ － 
ムクノキ 0 1 － － 
エノキ 0 1 － － 
クヌギ 0 1 － － 
ナンキンハゼ 0 1 － － 

合計 39 128 － － 
 

(10-30及び10-31頁に
記載) 

【植生自然度の変化】 
予測地域内において、植生自然度３が約49.31％

消失することから、植生自然度３への工事中の直
接的影響が生じる可能性がある。ただし、「生育が
良好な既存の樹木を極力保全し、可能な限り既存
の緑地を活用するよう努める」等の環境保全措置
を実施することで、工事中も植栽樹群等の植生自
然度３の群落が保全され、本事業による植生自然
度の変化による影響は小さくなると考えられる。
また、供用時には「消失する植栽樹群の影響を代
償するため、可能な限りまとまった樹林環境とな
るように植栽するよう努める」等の環境保全措置
を実施することで、更なる影響の低減に努める計
画である。 
以上を踏まえ、予測地域内における植生自然度の

変化に対して、適切な配慮がなされていることか
ら、事業者により実行可能な範囲で対象事業に係
る環境影響が可能な限り回避又は低減されている
ものと評価する。 
 

【大径木・古木の生育状況の変化】 
都市計画対象事業実施区域内で確認されてい

る大径木について、都市計画対象事業実施区域内
は全て造成地となることから、工事中の直接的影
響が生じる可能性がある。ただし、「大径木が可
能な限り残存するように土地利用計画を再検討
する。また、残存できる大径木がある場合は、誤っ
て伐採しないよう工事開始前に生育位置を確認
する。」等の環境保全措置を実施することで、工
事中も大径木が保全され、本事業による大径木・
古木の生育状況の変化による影響は小さくなる
と考えられる。また、供用時には「消失する植栽
樹群の影響を代償するため、可能な限りまとまっ
た樹林環境となるように植栽するよう努める」等
の環境保全措置を実施することで、更なる影響の
低減に努める計画である。 
以上を踏まえ、予測地域内における大径木・古

木の生育状況の変化に対して、適切な配慮がなさ
れていることから、事業者により実行可能な範囲
で対象事業に係る環境影響が可能な限り回避又
は低減されているものと評価する。 
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10-11 動物 

10-11-1 工事の実施及び土地又は工作物の存在及び供用 

樹木の伐採、切土又は盛土、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工事並びに施設の存在等に伴う動物 

調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
①哺乳類、鳥類、両生類、爬虫類及び昆虫類その他主な動物
に関する動物相の状況 

【哺乳類】 
調査地域内では、３目５科５種の哺乳類が確認された。 
 

【鳥類(猛禽類を除く)】 
調査地域内では、９目23科31種の鳥類が確認された。 
 

【猛禽類】 
調査地域内では、３目３科８種の猛禽類が確認された。都

市計画対象事業実施区域では、営巣地は確認されなかった
ものの、調査地域内では、ツミの営巣地及び繁殖が３か所で
確認された。 
 

【爬虫類】 
調査地域内では、２目７科８種の爬虫類が確認された。 
 

【両生類】 
調査地域内では、１目３科３種の両生類が確認された。 
 

【昆虫類】 
調査地域内では、15目192科671種の昆虫類が確認された。 
 

【その他無脊椎動物(陸産貝類)】 
調査地域内では、１目５科11種の陸産貝類が確認された。 
 

【その他無脊椎動物(クモ類・多足類)】 
調査地域内では、４綱９目30科76種のクモ類・多足類が確

認された。 
 

②重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び
生息環境の状況 

【哺乳類】 
確認された哺乳類は、いずれも一般的にみられる種であ

り、重要な種は確認されなかった。 
 

【鳥類(猛禽類を除く)】 
鳥類（猛禽類を除く）の重要な種は、３目３科３種確認さ

れた。ホトトギスは初夏季に、カワセミは全ての季節をとお
して、オオヨシキリは夏季に確認された。 
 

【猛禽類】 
猛禽類の重要な種は、３目３科７種確認された。 

①動物相の変化 
鳥類相、昆虫類相、クモ類・多足類相につい

て、工事中の直接的影響が生じる可能性がある
と予測する。 

動物相の変化についての予測結果概要 

項目 
確認状況 影響の程度 

科数 種数 工事中 供用時 

哺乳類相 ５科 ５種 － － 

鳥類相 23 科 35 種 △ － 

 猛禽類 ３科 ８種 － － 

爬虫類相 ７科 ８種 － － 

両生類相 ３科 ３種 － － 

昆虫類相 192 科 671 種 △ － 

その他無脊椎動物

(陸産貝類相) 
５科 11 種 － － 

その他無脊椎動物 

(クモ類・多足類相) 
30 科 76 種 △ － 

 
 
②地域を特徴づける種又は指標性の高い種の
分布域の変化 
地域を特徴づける種又は指標性の高い種は、

いずれの種についても、工事中及び供用時の影
響は小さい又は極めて小さいと予測する。 
 
地域を特徴づける種又は指標性の高い種の生息状況

の変化についての予測結果概要 

No. 種名 
確認状況 影響の程度 

内 外 工事中 供用時 

１ ツミ ４例 62例 － － 

２ ニホンヤモリ 
16か所 

(123例) 

15か所 

(30例) 
－ － 

３ トンボ目 ４科10種 ５科16種 － － 
 

【計画段階で配慮し、予測
に反映されている環境
保全措置】 

・都市計画対象事業実施区
域の40％（1.44ha）以上
を緑地とする。 

・工事中における施工ヤー
ドを都市計画対象事業
実施区域内に確保し、本
事業による改変面積が
可能な限り小さくなる
ように努める。 

・解体や造成等の工事は、
段階的に実施する。 

・敷地境界付近には敷地外
への粉じんの飛散を防
止するため、仮囲い等を
設置する。 

・工事中は、必要に応じて、
適宜、散水を行う。 

・造成工事や土工事等の濁
水による影響が懸念さ
れる場合は、必要に応じ
て、仮設沈砂池等を設置
し、一時的に雨水等の濁
水を貯留し、土砂を沈殿
させた後に放流する。 

・本施設のプラント排水及
び生活排水は下水道放
流であり公共用水域に
放流しない。 

・安全な動線計画やその他
規制等に配慮した上で、
可能な限り南側への建
物配置や建物高さを抑
える等により日影の影
響の低減を図る。 

①環境の保全が適切に図られているか

どうかの評価 

各項目について、環境保全措置の実
施方法等について検討した結果、左記
の環境保全措置を講ずることから、事
業者により実行可能な範囲で対象事業
に係る環境影響が可能な限り回避又は
低減されているものと評価する。 
なお、各項目の評価結果は、以下に示

すとおりである。 
 

【動物相の変化】 
予測地域内において、植栽樹群等の

樹林環境が約50％消失することから、
これらを生息環境とする鳥類、昆虫類、
クモ類・多足類への工事中の直接的影
響が生じる可能性がある。ただし、「生
育が良好な既存の樹木を極力保全し、
可能な限り既存の緑地を活用するよう
努める」等の環境保全措置を実施する
ことで、工事中も既存の樹林環境が保
全され、本事業による鳥類、昆虫類、ク
モ類・多足類の生息環境の変化は小さ
くなると考えられる。また、供用時には
「消失する植栽樹群の影響を代償する
ため、可能な限りまとまった樹林環境
となるように植栽するよう努める」等
の環境保全措置を実施することで、更
なる影響の低減に努める計画である。 
以上を踏まえ、予測地域内における動

物相の変化に対して、実行可能な範囲
で適切な配慮がなされていることか
ら、対象事業に係る環境影響が可能な
限り回避又は低減されているものと評
価する。 
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調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
【爬虫類】 
爬虫類の重要な種は、２目５

科６種確認された。スッポン属
の一種は早春季に、ニホンヤモ
リは全ての季節をとおして、ヒ
ガシニホントカゲは夏季に、ニ
ホンカナヘビは春季～秋季に、
アオダイショウは春季、初夏季、
秋季に、ヒバカリは春季に確認
された。 
 

【両生類】 
確認された両生類は、いずれ

も一般的にみられる種であり、
重要な種は確認されなかった。 
 

【昆虫類】 
昆虫類の重要な種は、４目12

科15種確認された。春季はクロ
スジギンヤンマやハナダカカメ
ムシ等４種、初夏季はホソミイ
トトンボやオオアメンボ等４
種、夏季はカトリヤンマやゴマ
ダラチョウ等３種、秋季はヒメ
アカネやオオチャバネセセリ等
５種の重要な種が確認された。 
 

【その他無脊椎動物(陸産貝
類)】 
確認されたその他無脊椎動物

のうち、陸産貝類はいずれも一
般的にみられる種であり、重要
な種は確認されなかった。 
 

【その他無脊椎動物(クモ類・多
足類)】 
クモ類・多足類の重要な種は、

３目４科４種確認された。キシ
ノウエトタテグモは秋季に、コ
ガネグモは初夏季に、ゲジは初
夏季～秋季に、ニホンメナシム
カデは秋季に確認された。 
 

 

③重要な種の生息状況の変化 
樹林環境を生息環境とするオオツノカメムシ及びゴマダラ

チョウについて、工事中の直接的影響が生じる可能性があると
予測する。 

重要な種の生息状況の変化についての予測結果概要 

項目 No. 種名 
確認状況 影響の程度 

内 外 工事中 供用時 

鳥
類 

１ ホトトギス １か所(１例)  － － 

２ カワセミ  ５か所(５例) － － 

３ オオヨシキリ  ２か所(３例) － － 

猛
禽
類 

１ ツミ ４例 62 例 － － 
２ ハイタカ  １例 － － 
３ オオタカ  53 例 － － 
４ サシバ  23 例 － － 
５ ノスリ  １例 － － 
６ フクロウ  ６例 － － 
７ ハヤブサ  １例 － － 

爬
虫
類 

１ スッポン属の一種  １か所(１例) － － 
２ ニホンヤモリ 16か所(123例) 15か所(30例) － － 
３ ヒガシニホントカゲ  ２か所(２例) － － 
４ ニホンカナヘビ ４か所(４例) ６か所(６例) － － 
５ アオダイショウ  ３か所(３例) － － 
６ ヒバカリ  １か所(１例) － － 

昆
虫
類 

１ ホソミイトトンボ ４か所(４例) １か所(１例) － － 
２ アオイトトンボ １か所(１例)  － － 
３ クロスジギンヤンマ  ２か所(３例) － － 
４ カトリヤンマ  １か所(１例) － － 
５ コノシメトンボ １か所(１例)  － － 
６ ヒメアカネ  １か所(１例) － － 
７ オオアメンボ  １か所(１例) － － 
８ ヒメマダラナガカメムシ  １か所(２例) － － 
９ ヒメジュウジナガカメムシ  １か所(１例) － － 
10 ハナダカカメムシ  １か所(５例) － － 
11 オオツノカメムシ １か所(２例) １か所(２例) △ － 
12 フトネクイハムシ  １か所(３例) － － 
13 オオチャバネセセリ  １か所(１例) － － 
14 ゴマダラチョウ １か所(１例)  △ － 
15 キスジウスキヨトウ  １か所(４例) － － 

そ
の
他
無

脊
椎
動
物 

(

ク
モ

１ キシノウエトタテグモ １か所(１例)  － － 
２ コガネグモ  １か所(１例) － － 
３ ゲジ ４か所(４例) ８か所(10例) － － 
４ ニホンメナシムカデ  １か所(１例) － － 

 

【予測に反映されていない
が環境影響の更なる回
避・低減のための環境保
全措置】 

・生育が良好な既存の樹木
を極力保全し、可能な限
り既存の緑地を活用する
よう努める。 

・消失する植栽樹群の影響
を代償するため、可能な
限りまとまった樹林環境
となるように植栽するよ
う努める。 

・植栽する樹種は、立地条
件を考慮し、 
可能な限り周辺に生育す
る種（在来種)や本事業に
より消失する樹種を用い
るよう努める。 

・大径木が可能な限り残存
するように土地利用計画
を再検討する。また、残
存できる大径木がある場
合は、誤って伐採しない
よう工事開始前に生育位
置を確認する。 

【地域を特徴づける種又は指標性の高い種の分
布域の変化】 
工事の実施に伴う直接改変により、都市計画対

象事業実施区域内が全て造成地となるものの、
本事業による、重要な種及び地域の特性を把握
するうえで注目される種（ツミ、ニホンヤモリ、
トンボ目）の影響は、いずれの種についても小さ
いと予測された。さらに、「生育が良好な既存の
樹木を極力保全し、可能な限り既存の緑地を活
用するよう努める」等の環境保全措置を実施す
ることで、更なる影響の低減に努める計画であ
る。また、供用時には「消失する植栽樹群の影響
を代償するため、可能な限りまとまった樹林環
境となるように植栽するよう努める」等の環境
保全措置を実施することで、更なる影響の低減
に努める計画である。 
以上を踏まえ、予測地域内における動物相の変

化に対して、実行可能な範囲で適切な配慮がな
されていることから、対象事業に係る環境影響
が可能な限り回避又は低減されているものと評
価する。 

 
【重要な種の生息状況の変化】 
予測地域内において、植栽樹群等の樹林環境が
約50％消失することから、これらを生息環境と
する重要な種（オオツノカメムシ、ゴマダラチョ
ウ）への工事中の直接的影響が生じる可能性が
ある。ただし、「生育が良好な既存の樹木を極力
保全し、可能な限り既存の緑地を活用するよう
努める」等の環境保全措置を実施することで、工
事中も既存の樹林環境が保全され、本事業によ
る重要な種の生息環境の変化は小さくなると考
えられる。また、供用時には「消失する植栽樹群
の影響を代償するため、可能な限りまとまった
樹林環境となるように植栽するよう努める」等
の環境保全措置を実施することで、更なる影響
の低減に努める計画である。 
以上を踏まえ、予測地域内における動物相の

変化に対して、実行可能な範囲で適切な配慮が
なされていることから、対象事業に係る環境影
響が可能な限り回避又は低減されているものと
評価する。   
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調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
【注目すべき生息地】 
注目すべき生息地は、都市計画対象事業実施区域北

東側に位置する調整池を選定した。 
調査地域内は、構造物や道路等の市街地環境が多く

を占める地域であり、公園や緑道等の小規模な樹林は
あるものの、いずれも植栽によるものであり、植生自
然度は高くない。また、調査地域内の動物相は、市街
地や都市公園において一般的にみられる種で構成さ
れている。 
一方で、調整池はカワヤナギ群落やヨシ群落等の調

査地域内では比較的植生自然度が高い群落が存在し
ており、それらを反映し、湿性草地や湿地、水域を好
む種が多く確認されている。調整池は、タヌキやヒナ
コウモリ科の一種等の哺乳類、カワセミやカモ類・サ
ギ類等の鳥類、スッポン属の一種やヒバカリ等の爬虫
類、ヌマガエル等の両生類、その他水生昆虫、クモ類
等の多様な種の生息環境や採餌環境として機能して
いると考えられることから、注目すべき生息地として
選定した。 
 

③指定・規制の状況 
都市計画対象事業実施区域は、「鳥獣の保護及び管

理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づき、「東葛
飾・市川船橋浦安沖特定猟具使用禁止区域（銃器）」が
指定されている。 

④注目すべき生息地の変化 
注目すべき生息地について、工事中及び供用時の影

響は極めて小さいと予測する。 
 
注目すべき生息地の変化についての予測結果概要 

注目すべき

生息地 

確認状況(ha) 
影響の 

程度 
都市計画
対象事業
実施区域 

予測地域 工事中 供用時 

調整池  0.78 － － 
 

(10-33 及び 10-
34 頁に記載) 

【注目すべき生息地の変化】 
工事の実施に伴う直接改変により、都市計画

対象事業実施区域内が全て造成地となるもの
の、本事業による、注目すべき生息地（調整池）
の影響は小さいと予測された。さらに、「生育
が良好な既存の樹木を極力保全し、可能な限り
既存の緑地を活用するよう努める」等の環境保
全措置を実施することで、更なる影響の低減に
努める計画である。また、供用時には「消失す
る植栽樹群の影響を代償するため、可能な限り
まとまった樹林環境となるように植栽するよ
う努める」等の環境保全措置を実施すること
で、更なる影響の低減に努める計画である。 
以上を踏まえ、予測地域内における動物相の

変化に対して、実行可能な範囲で適切な配慮が
なされていることから、対象事業に係る環境影
響が可能な限り回避又は低減されているもの
と評価する。 
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10-12 陸水生物 

10-12-1 工事の実施 

切土又は盛土、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工事に伴う陸水生物 

調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
①魚類・底生動物に関する陸水生物相の

状況 

【魚類】 
調査地域内では、３目４科５種の魚

類が確認された。 
 
【底生動物】 
調査地域内では、17目37科71種の底

生動物が確認された。 
 
②重要な種及び注目すべき生息地の分

布、生息の状況及び生息環境の状況 

【魚類】 

魚類の重要な種は、２目２科３種確
認された。ギンブナは春季～秋季に、
モツゴ及びミナミメダカは全ての季
節をとおして確認された。 
 
【底生動物】 
底生動物の重要な種は、２目２科２

種確認された。コシダカヒメモノアラ
ガイは秋季に、スジエビは夏季～冬季
に確認された。 
 
 

①魚類・底生動物相の変化 
いずれの相についても、工事中の影響は極めて小さいと予

測する。 
魚類・底生動物相の変化についての予測結果概要 

項目 
確認状況 影響の程度 

科数 種数 工事中 供用時 
魚類相 ４科 ５種 － － 
底生動物相 37 科 71 種 － － 

 
②地域を特徴づける種又は指標性の高い種の分布域の変化 
いずれの種についても、工事中の影響は極めて小さいと予

測する。 
地域を特徴づける種又は指標性の高い種の分布域の 

変化についての予測結果概要 

No. 種名 
確認状況 影響の程度 

上大津川 調整池 工事中 
１ ミナミメダカ １か所(４例) ８か所(305例) － 
２ スジエビ ２か所(７例) ３か所(11例) － 

 
③重要な種の生息状況の変化 
いずれの種についても、工事中の影響は極めて小さいと予

測する。 
重要な種の生息状況の変化についての予測結果概要 

項目 No. 種名 
確認状況 

影響の 
程度 

上大津川 調整池 工事中 

魚
類 

１ ギンブナ  ８か所(47例) － 
２ モツゴ  11か所(63例) － 
３ ミナミメダカ １か所(４例) ８か所(305例) － 

底
生

動
物 

１ コシダカヒメモノアラガイ  １か所(１例) － 
２ スジエビ ２か所(７例) ３か所(11例) － 

 
③注目すべき生息地の変化 
予測地域内には、陸水生物の注目すべき生息地は存在しない
ことから、本事業による影響はない。 

【計画段階で配慮し、予測
に反映されている環境保
全措置】 

・造成工事や土工事等の濁
水による影響が懸念され
る場合は、必要に応じ
て、仮設沈砂池等を設置
し、一時的に雨水等の濁
水を貯留し、土砂を沈殿
させた後に放流する。 

・躯体工事に係るコンク
リート打設等のアルカリ
排水による影響が懸念さ
れる場合は、必要に応じ
て、仮設沈砂池等におい
てアルカリ排水の中和処
理を行う。 

 
【予測に反映されていない
が環境影響の更なる回
避・低減のための環境保
全措置】 

・沈砂池を設置した場合
は、堆砂容量を確保する
ために、必要に応じて堆
砂を除去する。 

①環境の保全が適切に図られているかどう
かの評価 
各項目について、環境保全措置の実施方法

等について検討した結果、左記の環境保全措
置を講ずることから、事業者により実行可能
な範囲で対象事業に係る環境影響が可能な
限り回避又は低減されているものと評価す
る。 
なお、各項目の評価結果は、以下に示すとお

りである。 
 

【魚類・底生動物相の変化】 
魚類・底生動物の生息環境となる水域は、

都市計画対象事業実施区域内には存在しな
いことから、本事業による直接的影響はない
と予測された。また、工事の実施に伴う上大
津川への排水及び調整池への流入による影
響が考えられるものの、「造成工事や土工事
等の濁水による影響が懸念される場合は、必
要に応じて、仮設沈砂池等を設置し、一時的
に雨水等の濁水を貯留し、土砂を沈殿させた
後に放流する。」等の環境保全措置を実施す
ることで、本事業による間接的影響の低減に
努める計画である。また、「沈砂池を設置した
場合は、堆砂容量を確保するために、必要に
応じて堆砂を除去する。」等の環境保全措置
を実施することで、更なる影響の低減に努め
る計画である。 
以上を踏まえ、予測地域内における魚類・底

生動物相の変化に対して、実行可能な範囲で
適切な配慮がなされていることから、対象事
業に係る環境影響が可能な限り回避又は低
減されているものと評価する。 
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調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
【注目すべき生息地】 
調査地域内において陸水生物の生息が考えられる場所は、調

査を実施した上大津川及び調整池である。上大津川は、一部土
だまりに植生が見られるものの、３面コンクリートで囲まれて
おり、平水時の流量は少なく、水生生物の生息環境となる砂や
礫等の河床材料も非常に乏しい環境である。調整池は、オオフ
サモ等の外来植物が繁茂している他、ヘドロが多く堆積してお
り、水生生物の良好な生息環境にはなっていないと考えらえ
る。以上のことから、調査地域内には、陸水生物の注目すべき
生息地は存在しない。 
 
③指定・規制の状況 
都市計画対象事業実施区域は、「鳥獣の保護及び管理並びに

狩猟の適正化に関する法律」に基づき、「東葛飾・市川船橋浦
安沖特定猟具使用禁止区域（銃器）」が指定されている。 

(10-36頁に記載) (10-36 頁に記載) 

【地域を特徴づける種又は指標性の高い種の分布域の変
化】 
地域を特徴づける種又は指標性の高い種（ミナミメダ

カ、スジエビ）の生息環境となる水域は、都市計画対象事
業実施区域内には存在しないことから、本事業による直
接的影響はないと予測された。また、工事の実施に伴う上
大津川への排水及び調整池への流入による影響が考えら
れるものの、「造成工事や土工事等の濁水による影響が懸
念される場合は、必要に応じて、仮設沈砂池等を設置し、
一時的に雨水等の濁水を貯留し、土砂を沈殿させた後に
放流する。」等の環境保全措置を実施することで、本事業
による間接的影響の低減に努める計画である。また、「沈
砂池を設置した場合は、堆砂容量を確保するために、必要
に応じて堆砂を除去する。」等の環境保全措置を実施する
ことで、更なる影響の低減に努める計画である。 
以上を踏まえ、予測地域内における地域を特徴づける

種又は指標性の高い種の分布域の変化の変化に対して、
実行可能な範囲で適切な配慮がなされていることから、
対象事業に係る環境影響が可能な限り回避又は低減され
ているものと評価する。 
 
【重要な種の生息状況の変化】 
重要な種の生息環境となる水域は、都市計画対象事業

実施区域内には存在しないことから、本事業による直接
的影響はないと予測された。また、工事の実施に伴う上大
津川への排水及び調整池への流入による影響が考えられ
るものの、「造成工事や土工事等の濁水による影響が懸念
される場合は、必要に応じて、仮設沈砂池等を設置し、一
時的に雨水等の濁水を貯留し、土砂を沈殿させた後に放
流する。」等の環境保全措置を実施することで、本事業に
よる間接的影響の低減に努める計画である。また、「沈砂
池を設置した場合は、堆砂容量を確保するために、必要に
応じて堆砂を除去する。」等の環境保全措置を実施するこ
とで、更なる影響の低減に努める計画である。 
以上を踏まえ、予測地域内における重要な種の生息状

況の変化に対して、実行可能な範囲で適切な配慮がなさ
れていることから、対象事業に係る環境影響が可能な限
り回避又は低減されているものと評価する。   
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10-13 生態系 

10-13-1 工事の実施及び土地又は工作物の存在及び供用 

樹木の伐採、切土又は盛土、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工事並びに施設の存在等に伴う生態系 

調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
①地域特性に関する情報 
生態系に係る地域特性に関する情報は、「第

３章 都市計画対象事業実施区域及びその周
囲の概況」に示したとおり。 
 
②生態系の概況 
【調査地域の区分】 
地形、水象、植生等の情報をもとに調査地域

の環境類型区分を行った。 
調査地域の地形は、上位砂礫台地、盛土改変

地、切土改変地となっており、都市計画対象事
業実施区域北側には上大津川が流れている。 
調査地域内の環境は、公園・グラウンド(芝

生広場を除く)、構造物、道路等の市街地が
27.370ha(85.60％)となっており、最も広い面
積となっている。次いで、植栽樹群(落葉広葉
樹林・常緑広葉樹林)やスギ・ヒノキ植林等の
樹林地が3.143ha(9.83％)、メヒシバ－エノコ
ログサ群落や果樹園等の耕作地・乾性草地が
0.762ha(2.38％)、オオフサモ群落やヨシ群落
等の湿性草地が0.586ha(1.83％)、開放水域が
0.112ha(0.35％)となっている。 
 

【生態系構成要素の把握】 
環境類型区分毎の生態系構成要素をもとに

調査地域の生態系について整理した。 
生態的に上位に位置づけられる種としては、

ヒナコウモリ科の一種やツミやオオタカ等の
猛禽類やカワセミ等の鳥類、ヘビ類やカメ類
等の爬虫類が該当した。また、地域に典型的な
種としては、タヌキ、ニホンヤモリ、トンボ類、
チョウ類等の動物及び市街地の樹林環境とな
る植栽樹群（常緑広葉樹林・落葉広葉樹林）等
が該当した。 

①注目種等の生育・生息状況の変化 
植栽樹群（落葉広葉樹林）及び植栽樹群（常緑広葉樹林）

について、工事中の直接的影響が生じる可能性があると予
測する。 
 
注目種等の生育・生息状況の変化の予測結果概要 

区分 No. 種名 
確認状況 影響の程度 

内 外 工事中 供用時 

上
位
性 

１ ツミ ４ 62 － － 

２ カワセミ  ５ － － 

典
型
性 

１ タヌキ 28＋ 94＋ － － 

２ ヒヨドリ 75＋ 33＋ － － 

３ メジロ 43＋ 14＋ － － 

４ ニホンヤモリ 123 30 － － 

５ シオカラトンボ ＋ 21＋ － － 

６ アオスジアゲハ ＋ ＋ － － 

７ ミナミメダカ ４ 305 － － 

８ 
植栽樹群(落葉広葉樹

林・常緑広葉樹林) 
1.682ha 1.376ha △ － 

 

【計画段階で配慮し、予測に
反映されている環境保全措
置】 

・都市計画対象事業実施区域
の40％（1.44ha）以上を緑地
とする。 

・工事中における施工ヤード
を都市計画対象事業実施区
域内に確保し、本事業によ
る改変面積が可能な限り小
さくなるように努める。 

・解体や造成等の工事は、段階
的に実施する。 

・敷地境界付近には敷地外へ
の粉じんの飛散を防止する
ため、仮囲い等を設置する。 

・工事中は、必要に応じて、適
宜、散水を行う。 

・造成工事や土工事等の濁水
による影響が懸念される場
合は、必要に応じて、仮設沈
砂池等を設置し、一時的に
雨水等の濁水を貯留し、土
砂を沈殿させた後に放流す
る。 

・本施設のプラント排水及び
生活排水は下水道放流であ
り公共用水域に放流しな
い。 

・安全な動線計画やその他規
制等に配慮した上で、可能
な限り南側への建物配置や
建物高さを抑える等により
日影の影響の低減を図る。 

各項目について、環境保全措置の実
施方法等について検討した結果、左記
の環境保全措置を講ずることから、事
業者により実行可能な範囲で対象事
業に係る環境影響が可能な限り回避
又は低減されているものと評価する。 
なお、各項目の評価結果は、以下に示

すとおりである。 
 

【注目種等の生育・生息状況の変化】 
予測地域内において、注目種として

選定した植栽樹群（落葉広葉樹林）が
約48.38％、植栽樹群（常緑広葉樹林）
が約59.47％消失することから、工事
中の直接的影響が生じる可能性があ
る。ただし、「生育が良好な既存の樹木
を極力保全し、可能な限り既存の緑地
を活用するよう努める」等の環境保全
措置を実施することで、工事中も既存
の植物樹群、構成する植物及び本群落
に生息する動物が保全され、本事業に
よる工事中の直接的影響は小さくな
ると考えられる。また、供用時には「消
失する植栽樹群の影響を代償するた
め、可能な限りまとまった樹林環境と
なるように植栽するよう努める」等の
環境保全措置を実施することで、更な
る影響の低減に努める計画である。 
以上を踏まえ、予測地域内における

注目種等の生育・生息状況の変化の変
化に対して、適切な配慮がなされてい
ることから、事業者により実行可能な
範囲で対象事業に係る環境影響が可
能な限り回避又は低減されているも
のと評価する。 
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調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
【注目種・群集の抽出】 
調査地域の生態系の構成から注目する種

の抽出を行った。 
上位性の注目種は、都市計画対象事業実

施区域内には営巣していないものの、周辺
で複数の営巣が確認されており、都市計画
対象事業実施区域内も餌場等として利用し
ていると推察されるツミ、四季をとおして
確認され、調整池を主要な餌場として利用
していると推定されるカワセミを選定し
た。なお、オオタカやサシバ、フクロウ等の
猛禽類については、都市計画対象事業実施
区域の周辺200ｍ範囲内では確認されてお
らず、また、繁殖も確認されていないため、
都市計画対象事業実施区域は主な生息環境
となっていないことから、選定しなかった。 
典型性の注目種は、調査地域の大部分を

占める市街地で確認される種として、タヌ
キ、小型の都市鳥(ヒヨドリ、メジロ)、ニホ
ンヤモリ、アオスジアゲハ、植栽樹群(落葉
広葉樹林・常緑広葉樹林)、調整池内で確認
される種としてシオカラトンボ、ミナミメ
ダカを選定した。 
特殊性の注目種は、該当する種がいないた

め選定しなかった。 

②予測地域の生態系の変化 
樹林地環境における生態系について、工事中の直接的影響が

生じる可能性があると予測する。 
 

環境類型区分の面積の変化の予測結果概要 

環境類型 
区分 

植生・土地利用区分 

確認状況(ha) 影響の程度 

都市計画
対象事業
実施区域 

予測地域 工事中 供用時 

市街地 
公園・グラウンド(芝生広場を
除く)、人工裸地、構造物、コ
ンクリート構造物、道路 

1.663 27.370 － － 

樹林地 
マダケ植林、植栽樹群(落葉広
葉樹林)、植栽樹群(常緑広葉
樹林)、スギ・ヒノキ植林 

1.702 3.143 △ － 

耕作地・ 
乾性草地 

公園・グラウンド(芝生広
場)、メヒシバ－エノコログサ
群落、セイタカアワダチソウ
群落、チガヤ群落、果樹園 

0.242 0.762 － － 

湿性草地 
オオフサモ群落、シャクチリ
ソバ群落、ヨシ群落、カワヤ
ナギ群落 

0.000 0.586 － － 

開放水域 開放水面 0.000 0.112 － － 
 

【予測に反映されていない
が環境影響の更なる回
避・低減のための環境保
全措置】 

・生育が良好な既存の樹木
を極力保全し、可能な限
り既存の緑地を活用する
よう努める。 

・消失する植栽樹群の影響
を代償するため、可能な
限りまとまった樹林環境
となるように植栽するよ
う努める。 

・植栽する樹種は、立地条件
を考慮し、可能な限り周
辺に生育する種（在来種)
や本事業により消失する
樹種を用いるよう努め
る。 

・大径木が可能な限り残存
するように土地利用計画
を再検討する。また、残存
できる大径木がある場合
は、誤って伐採しないよ
う工事開始前に生育位置
を確認する。 

【予測地域の生態系の変化】 
予測地域内において、樹林地が約

54％消失することから、樹林地環境
における生態系への工事中の直接的
影響が生じる可能性がある。ただし、
「生育が良好な既存の樹木を極力保
全し、可能な限り既存の緑地を活用
するよう努める」等の環境保全措置
を実施することで、工事中も既存の
樹林地環境及びこれらに生息する動
植物が保全され、本事業による工事
中の直接的影響は小さくなると考え
られる。また、供用時には「消失する
植栽樹群の影響を代償するため、可
能な限りまとまった樹林環境となる
ように植栽するよう努める」等の環
境保全措置を実施することで、更な
る影響の低減に努める計画である。 
以上を踏まえ、予測地域内の注目種

等の生態系の変化に対して、適切な
配慮がなされていることから、事業
者により実行可能な範囲で対象事業
に係る環境影響が可能な限り回避又
は低減されているものと評価する。 
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10-14 景観 

10-14-1 土地又は工作物の存在及び供用 

施設の存在等に伴う景観 

調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
①主要な眺望点及び眺望景観の状況 
各眺望点の利用状況及び眺望の状況は、以下に示すとおりである 

 

さ
く
ら
通
り(

交
差
点) 

地
点
１ 

景観構成
要素 

街路樹(桜)、住宅、道路(さくら通り) 等 

眺望点の
状況 

主に通勤や通学、散歩として利用されている。桜が開花する季節では、花
見が行われている。都市計画対象事業実施区域南側に位置する歩道（交差点
前）からの景観である。 

眺望景観
の状況 

主要な眺望景観は、都市景観（街路樹・道路）となっている。調査地点か
ら都市計画対象事業実施区域方向をみると、周辺の建物や街路樹(桜)で遮ら
れているものの、旧施設の煙突が一部視認できる。また、開花季には道路沿
いの桜が開花した景観となる。 

し
い
の
き
公
園 

地
点
２ 

景観構成
要素 

樹木(公園)、グラウンド、鉄塔・送電線 等 

眺望点の
状況 

地域住民の憩いの場や子供の遊び場等として利用されている。都市計画対象
事業実施区域西側に位置する公園の西側出入口からの景観である。 

眺望景観
の状況 

主要な眺望景観は、地域の都市景観（公園）となっている。調査地点から
都市計画対象事業実施区域方向をみると、公園の樹木等で遮られているもの
の、旧施設の煙突が一部視認できる。季節の違いによる眺望の変化はほとん
どない。 

愛
宕
神
社 

地
点
３ 

景観構成
要素 

樹木(神社)、住宅、畑 等 

眺望点の
状況 

散歩や参拝等として利用されている。都市計画対象事業実施区域北側に位
置する神社の出入口からの景観である。 

眺望景観
の状況 

主要な眺望景観は、地域の都市景観（畑・住宅）となっている。調査地点
から都市計画対象事業実施区域方向をみると、周辺の建物や樹木で遮られて
いるものの、旧施設の煙突が一部視認できる。季節の違いによる眺望の変化
はほとんどない。 

稲
荷
峠
２
号
公
園 

地
点
４ 

景観構成
要素 

樹木(公園)、グラウンド、住宅 等 

眺望点の
状況 

地域住民の憩いの場、レクリエーション活動や子供の遊び場等として利用
されている。都市計画対象事業実施区域東側に位置する公園内の東屋付近か
らの景観である。 

眺望景観
の状況 

主要な眺望景観は、地域の都市景観（公園）となっている。調査地点から
都市計画対象事業実施区域方向をみると、周辺の建物や樹木で遮られている
ものの、旧施設の煙突が一部視認できる。季節の違いによる眺望の変化は、
着葉期で公園内の樹木により眺望が悪く、落葉期で一部眺望が良くなり、遠
方や上空が眺望できる。 

 
②地域の景観の特性 
都市計画対象事業実施区域は、主に旧施設等の人工構造物やクリーンセン

ター公園等の植栽樹林等から構成されている。旧施設の煙突（高さ55ｍ）は、
周辺よりも地盤高が低い箇所に建設されおり、周辺１kmを超える範囲でほとん
ど視認できない状況となっている。都市計画対象事業実施区域周辺は主に市街
地となっており、公園や街路樹等の植栽樹林、上大津川、農耕地等の自然景観
があるものの、ほとんどが工作物等の都市景観となっている。 

①主要な眺望点の眺望景観の変化 
ごみ処理施設の存在による主要な眺望点の眺望

景観の変化は、以下に示すとおりである。 
 

予測地点からの眺望景観の変化（概要） 
地点 予測地点 眺望景観の変化の程度 

１ 
さくら通り
(交差点) 

― 
道路の奥に本施設の煙
突上部が視認されるが、
手前の街路樹等でほと
んど遮蔽される。 

２ しいのき公園 ― 

公園内の樹木の奥に本
施設の煙突が視認され
るものの、現況の煙突高
さに変更がなく見え方
も大きく変わらない。 

３ 愛宕神社 △ 
建物の奥に本施設の工
場棟や煙突が視認され
るが、手前の建物等でほ
とんど遮蔽される。 

４ 
稲荷峠２号公
園 

― 

公園内の樹木の奥に本
施設の煙突が視認され
るものの、現況の煙突高
さに変更がなく見え方
も大きく変わらない。 

 
②地域の景観特性の変化 
供用時における都市計画対象事業実施区域は、

旧施設を解体した後に本施設の工場棟や煙突、多
目的広場等の緑地等が建設される。煙突高さは、
現況と同様の55ｍである。また、「主要な眺望点の
眺望景観の変化」の予測結果で示したとおり、都
市計画対象事業実施区域周辺における主要な眺
望点の眺望景観は、ほとんど変化がないものと考
えられる。そのため、供用時における地域の景観
特性は、現況と同様に、主に工作物等の都市景観
であると予測する。 
以上のことから、地域の景観特性の変化は小さ

いものと予測する。 
 

【計画段階で配慮し、
予測に反映されて
いる環境保全措置】 

・周辺環境に配慮し、
緑に溶け込む周辺
環境と調和がとれ
た施設を計画する。 

・施設の外壁の色彩
の検討にあたって
は、周辺の景観に配
慮しながら、「松戸
市景観計画」（平成
23 年、松戸市）を考
慮して違和感のな
い色を選択する。 

【予測に反映されて
いないが環境影響
の更なる回避・低減
のための環境保全
措置】 

・緑地は、都市計画対
象事業実施区域内
にある多目的広場
を一部活用してい
く等、「供給処理施
設の都市計画に関
する手引き」を踏ま
え 40%以上とする。 

 

①環境の保全が適切
に図られているか
どうかの評価 
環境保全措置の実

施方法等について検
討した結果、左記の環
境保全措置を講ずる
ことから、事業者によ
り実行可能な範囲で
対象事業に係る環境
影響が可能な限り回
避又は低減されてい
るものと評価する。 
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10-15 人と自然との触れ合いの活動の場 

10-15-1 工事の実施及び土地又は工作物の存在及び供用 

樹木の伐採、切土又は盛土、資材又は機械の運搬、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工事並びに施設の存在等に伴う人と自然との触れ合いの活

動の場 

調査の結果 予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
①人と自然との触れ合いの活動の場の概況 

多目的広場(クリーンセンター公園)の概況は、以下に示す
とおりである。 

利用環境 利用状況・概況 
面積
(ha) 

芝生広場 

多目的広場の中央に位置する。芝生が拡がって
おり、犬の散歩や運動、ピクニックやボール遊び
等の遊戯等で利用が確認された。定期的に芝刈り
等の管理が行われている。 

0.26 

樹林・遊
具 

多目的広場の東側に位置する。林床が管理され
た樹林であり、遊具等が設置されている。遊具の
利用や散策等で利用が確認された。定期的に落葉
の除去等の管理が行われている。 

1.00 

テ ニ ス
コート 

多目的広場の西側に位置する。テニスで利用が
確認された。テニスコートは砂入り人工芝となっ
ており、利用時間は、午前９時から午後５時まで
（月曜日は休場日）となっている。利用には、事
前予約が必要となっている。 

0.23 

歩道 

多目的広場の敷地境界付近等に歩道が整備さ
れている。散策やジョギング等の運動、犬の散歩、
自然観察等で利用が確認された。定期的に落葉の
除去等の管理が行われている。 

0.32 

その他 
(東屋・ベ
ンチ、駐
車場等) 

ベンチや東屋、駐車場等での休憩で利用が確認
された。また、トイレのみの利用も確認された。
噴水跡地や鉄塔等の利用は確認されなかった。 

0.19 

合計 - 2.00 

 
②主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状

況及び利用環境の状況 
利用時間帯は、いずれの季節も10時台に幼稚園児や保育園

児の利用があったことから、最も多くなっている。各時間帯
の利用者数は、春季で8～48人/１時間、秋季で3～149人/１時
間であった。 

聞き取り調査結果によると、多目的広場（クリーンセン
ター公園）の利用者は、「散歩」や「ペットの散歩」による利
用が多く確認された。利用者が主に魅力に感じていること
は、「樹木・草花がある」や「芝生広場がある」等の自然があ
ること、「運動ができる」や「散歩ができる」等の体を動かす
ことができること、「きれいに管理されている」や「静かで落
ち着く」等の快適な空間であることであった。 

①工事中 
本事業により、「自

然があること」、「体を
動かすことができる
こと」、「快適な空間が
あること」の魅力が消
失することから、本事
業による影響がある
と予測する。「アクセ
スルートの変化」は、
影響の対象となる利
用者がいないものの、
利用者がいると想定
した場合においても、
現状からほとんど変
わらないことから、本
事業による影響は小
さいと予測する。 
 

②供用時 
本事業により、「自

然があること」及び
「体を動かすことが
できること」の魅力が
現状よりも低下する
可能性があることか
ら、本事業による影響
があると予測する。
「快適な空間がある
こと」及び「アクセス
ルートの変化」は、現
状からほとんど変わ
らないことから、本事
業による影響は小さ
いと予測する。 

①工事中 
【予測に反映されていないが環境影響の更なる
回避・低減のための環境保全措置】 

・解体や造成等の工事は、実施の時期や範囲に
ついて段階的に実施する等の工事計画を再検
討し、安全が十分に確保できれば、工事中も
多目的広場の一部を利用できるように努め
る。 

・造園等に係る専門家の意見を聴取し、可能な
限り専門的な視点からの緑地の保全及び創出
に努める。 

・生育が良好な既存の樹木を極力保全し、可能
な限り既存の緑地を活用するよう努める。 

 
②供用時 
【計画段階で配慮し、予測に反映されている環
境保全措置】 

・都市計画対象事業実施区域の40％（1.44ha）
以上を緑地とする。 

・落ち葉等の定期的な清掃や維持管理を行う。 
・廃棄物運搬車両が一定時間に集中しないよう
に搬入時間の分散に努める。 

【予測に反映されていないが環境影響の更なる
回避・低減のための環境保全措置】 

・造園等に係る専門家の意見を聴取し、可能な
限り専門的な視点からの緑地の保全及び創出
に努める。 

・まとまった樹林を可能な限り残存又は植栽
し、人が自然と触れ合えるような空間の創出
に努める。 

・植栽する樹種は、立地条件を考慮し、可能な
限り周辺に生育する種（在来種)や本事業に
より消失する樹種を用いるよう努める。 

・散歩ができる遊歩道や運動ができる広場等の
空間を可能な限り創出する。 

①環境の保全が適切に図られているかどうか
の評価 

【工事中】 
工事中は、多目的広場（クリーンセンター公園）

全面が造成され、利用ができなくなり、「自然が
あること」、「体を動かすことができること」、「快
適な空間があること」の魅力が消失することか
ら、本事業による影響がある。ただし、解体や造
成等の工事は、実施の時期や範囲について段階的
に実施する等の工事計画を再検討し、安全が十分
に確保できれば、工事中も多目的広場の一部を利
用できるように努める。また、「造園等に係る専
門家の意見を聴取し、可能な限り専門的な視点か
らの緑地の保全及び創出に努める。」等の環境保
全措置を実施することで、本事業による魅力の変
化は小さくなると考えられる。 
【供用時】 
供用時は、多目的広場（クリーンセンター公園）

の面積が現状よりも小さくなり、「自然があるこ
と」、「体を動かすことができること」の魅力が消
失する可能性があることから、本事業による影響
が生じる可能性がある。ただし、「造園等に係る
専門家の意見を聴取し、可能な限り専門的な視点
からの緑地の保全及び創出に努める。」等の環境
保全措置を実施することで、本事業による魅力の
変化は小さくなると考えられる。また、「まとまっ
た樹林を可能な限り残存又は植栽し、人が自然と
触れ合えるような空間の創出に努める。」等の環
境保全措置を実施することで、更なる影響の低減
に努める計画である。 
以上を踏まえ、工事中及び供用時の人と自然と

の触れ合いの活動について、実行可能な範囲で適
切な配慮がなされていることから、対象事業に係
る環境影響が可能な限り回避又は低減されてい
るものと評価する。   
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10-16 廃棄物 

10-16-1 工事の実施 

樹林の伐採、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工事に伴う廃棄物 

予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
発生量のうち、金属くず（解体工事2,768ｔ、建設工事61ｔ、合計2,829

ｔ）については、有価物（製鉄等原料）として売却し、それ以外の解体
工事21,768ｔ、建設工事1,299ｔ、合計23,067ｔが排出量となる。 
また、工事に伴う伐採により発生する木くず（伐採・除根）の量は、

以下に示すとおりである。発生量は解体工事65ｔ、建設工事1,563ｔ、合
計1,628ｔとなると予測する。 
排出する廃棄物の処理、処分方法については、当該工事が「建設リサ

イクル法」の対象工事となることから、「千葉県建設リサイクル法実施指
針」に示されている基本的考え方を踏まえて、①建設資材廃棄物の発生
抑制、②建設資材の再使用、③建設資材廃棄物の再生利用（マテリアル
リサイクル）、④それが適切でない場合には、建設資材廃棄物の熱回収
（サーマルリサイクル）を行う。最後にこれらの措置が行われないもの
については適正に処分するものとする。 
①特定建設資材 
特定建設資材（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設

発生木材）については、建設リサイクル法で分別解体や再資源化が義務付
けられており、特定建設資材廃棄物については、分別排出を徹底し、廃棄
物の処理及び清掃に関する法律により産業廃棄物の収集運搬業や処分業
の許可を受けた業者に委託し、再資源化施設に搬出して処理を行う。 
コンクリート塊については、破砕、選別、混合物除去、粒度調整等を行

い、再生クラッシャーラン、再生骨材等としての利用を促進する。アスファ
ルト・コンクリート塊については、破砕、選別、混合物除去、粒度調整等
を行い、再生加熱アスファルト混合物、再生骨材等としての利用を促進す
る。建設発生木材については、チップ化し木質ボード、堆肥等、原材料と
して利用するとともに、熱を得ることに利用することを促進する。 
②特定建設資材以外の建設資材 
プラスチック製品、石膏ボード等特定建設資材以外のものについて

も、廃棄物となった場合に再資源化が可能なものについては、可能な限
り分別を行い、再資源化を実施する。再資源化等が困難な建設資材廃棄
物を最終処分する場合は、安定型最終処分場で処分すべき品目と、管理
型最終処分場で処分すべき品目を分別して適正に処理する。 
③伐採木 
工事に伴う伐採により発生する木くずについては、樹木の状態により

処理が異なるが、可能な限りチップ化にする等の有効利用が図られる方
法で処理を行う。 
 

解体工事及び建設工事に伴う伐採木量 

区分 時期 伐採木量（ｔ） 有効利用量（ｔ） 

伐採・
除根 

解体工事 65 62 
建設工事 1,563 1,485 

合計 1,628 1,547 
 

【計画段階で配慮し、予測に反映されている環境保全
措置】 

・廃棄物の排出量を抑制するため、廃棄物の分別排出を
徹底し、資源化等が困難な廃棄物については適正に
処理する。 

・特定建設資材廃棄物については、種類ごとの分別排出
を徹底し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に
より産業廃棄物の収集運搬業や処分業の許可を受け
た業者に委託し、再資源化施設に搬出して処理を行
う。 

・特定建設資材以外の廃棄物についても、再資源化が可
能なものについては、可能な限り分別を実施して再
資源化を行う。 

・再資源化等が困難な廃棄物を最終処分する場合は、安
定型最終処分場で処分すべき品目及び管理型最終処
分場で処分すべき品目を分別して適正に処理する。 

・工事に伴う伐採により発生する木くずについては、可
能な限りチップ化にする等の有効利用が図られる方
法で処理を行う。 

・解体工事及び建設工事により発生する金属くずにつ
いては、可能な限り製鉄等原料として売却し、再原料
化する。 

①環境保全措置の実施の方法 
環境保全措置の実施方法等について検討した結

果、左記の環境保全措置を講ずることから、事業者
により実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響
が可能な限り回避又は低減されているものと評価
する。 
 

②環境保全措置の効果 
廃棄物の再資源化等の環境保全措置により、最終

処分量は解体工事、建設工事合計で578ｔと予測さ
れ、発生量25,896ｔに対して抑制効果は97.8％とな
る。 
さらに、資源化等の実施が容易となる施工方法の

工夫や資材の選択等に努める等の環境保全措置を
講ずる計画であり、最終処分量の低減を図ることと
している。 
以上のことから、事業者により実行可能な範囲で

対象事業に係る環境影響が可能な限り回避又は低
減されているものと評価する。 
 

 
解体工事に伴う廃棄物 

種類 発生量 有価物 排出量 有効利用量 最終処分量 
コンクリート塊 19,049 － 19,049 19,049 0 
アスファルト・ 
コンクリート塊 

1,590 － 1,590 1,575 15 

ガラス及び陶磁器
くず 

579 － 579 522 57 

廃プラスチック類 283 － 283 255 28 
金属くず 2,768 2,768 0 0 0 
木くず 1 － 1 0.5 0.5 
紙くず 3 － 3 2 1 
石膏ボード 27 － 27 10 17 
混合廃棄物 6 － 6 4 2 
その他 230 － 230 0 230 
合計 24,536 2,768 21,768 21,418 351 

 

 
建設工事に伴う廃棄物 

種類 発生量 有価物 排出量 有効利用量 最終処分量 
コンクリート塊 524 － 524 524 0 
アスファルト・ 
コンクリート塊 

48 － 48 48 0 

ガラス及び陶磁器
くず 

48 － 48 44 4 

廃プラスチック類 370 － 370 333 37 
金属くず 61 61 0 0 0 
木くず 47 － 47 45 2 
紙くず 4 － 4 2 2 
石膏ボード 53 － 53 19 34 
混合廃棄物 90 － 90 57 33 
その他 115 － 115 0 115 
合計 1,360 61 1,299 1,072 227 
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予測の結果 環境保全措置 評価の結果 

(10-42頁に記載) 

【予測に反映されていないが環境影響の更なる回避・
低減のための環境保全措置】 

・廃棄物の最終処分量を抑制するため、資源化等の実施
が容易となる施工方法の工夫や資材の選択等に努め
る。 

(10-42頁に記載) 

 
 
10-16-2 土地又は工作物の存在及び供用 

施設の稼働に伴う廃棄物 

予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
供用時にごみ処理施設から発生する廃棄物の種類及び量は、以

下に示すとおりである。 
供用時にごみ処理施設から発生する廃棄物は、合計で18,519 

ｔ/年であり、全量を最終処分する計画である。 
 

ごみ処理施設から発生する廃棄物 

種類 発生量 有効利用量 最終処分量 処理等の方法 

焼却主灰 14,491 0 14,491 
全量を最終処
分 焼却飛灰

処理物 
4,028 0 4,028 

合計 18,519 0 18,519 － 

 
 

【予測に反映されていないが環境影響の更な
る回避・低減のための環境保全措置】 

・発生した廃棄物は、再生原材料等として再
資源化可能か検討する。 

①環境保全措置の実施の方法 
環境保全措置の実施方法等について検討した結果、左記の環

境保全措置を講ずることから、事業者により実行可能な範囲で
対象事業に係る環境影響が可能な限り回避又は低減されている
ものと評価する。 
 

②環境保全措置の効果 
発生した廃棄物は、再生原材料等として再資源化可能か検討

することから、最終処分量が低減されるものと考えられる。 
以上のことから、事業者により実行可能な範囲で対象事業に

係る環境影響が可能な限り回避又は低減されているものと評価
する 
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10-17 残土 

10-17-1 工事の実施 

切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事及び基礎工事に伴う残土 

予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
工事に伴う残土の量は、以下に示すとおりである。 
対象事業実施区域の造成及びごみピット等の掘削

により発生する発生土は97,156ｍ3となるが、そのう
ち3,170ｍ3を対象事業実施区域内において盛土、埋
戻し等に使用する計画であることから、場外へ搬出
する残土は93,986ｍ3と予測される。 
 

工事の実施による残土量の予測結果 

種別 土量 

発生土量   97,156ｍ3 

場内利用量    3,170ｍ3 

残土量   93,986ｍ3 
 

【予測に反映されていないが環境影響の更なる回避・低減の
ための環境保全措置】 

・掘削面積を可能な限り小さくなるように配置計画を検討し、
発生土を抑制する。 

・残土の発生を抑制するため、建設発生土情報交換システム等
を利用し、発生土の工事間利用を図る。 

①環境保全措置の実施の方法 
環境保全措置の実施方法等について検討した結果、左記

の環境保全措置を講ずることから、事業者により実行可能
な範囲で対象事業に係る環境影響が可能な限り回避又は低
減されているものと評価する。 
 

②環境保全措置の効果 
工事に伴う発生土量は97,156ｍ3であり、対象事業実施区

域内において盛土や埋戻し等に利用することにより、残土
量は93,986ｍ3に抑制されている。 
また、環境保全措置の実施により、さらに発生土及び残

土の抑制に努める。 
以上のことから、事業者により実行可能な範囲で対象事

業に係る環境影響が可能な限り回避又は低減されているも
のと評価する。 
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10-18 温室効果ガス等 

10-18-1 土地又は工作物の存在及び供用 

ばい煙又は粉じんの発生に伴う温室効果ガス 

予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
温室効果ガスの排出量及び削減量の予測結果及び現施設の温室効

果ガスの排出量及び削減量の算定結果は、以下に示すとおりである。 
温室効果ガスの排出量は、50,699ｔ-CO2/年であり、売電による削

減量が、18,188ｔ-CO2/年となることから、削減量を考慮した施設の
稼働による温室効果ガスの排出量は、32,895ｔ-CO2/年と予測する。 
また、現施設及び旧施設の温室効果ガスの排出量及び削減量の算

定結果は、以下に示すとおりである。本施設では、平成30年度の現施
設と旧施設の合計より14.4％の温室効果ガス削減となる。 
 

温室効果ガスの排出量及び削減量予測結果 

項目 
温室効果 

ガス 
排出量 

地球温暖化 
係数 

CO2排出量 
（ｔ-CO2/年） 

排出 

廃棄物焼却 
CH4 0.255 28 7 
N2O 3.733 265 989 

プラスチック
類焼却 

CO2 49,218 1 49,218 

都市ガス使用 CO2 440 1 440 
灯油使用 CO2 1 1 1 
電力使用（買
電） 

CO2 44 1 44 

計 － － － 50,699 
削減 売電 CO2 -18,511 1 -18,511 
合計 － － － 32,188 

 
現施設及び旧施設の温室効果ガスの排出量等算定結果(平成30年度) 

項目 CO2排出量（ｔ-CO2/年） 

排出 

廃棄物焼却 1,041 
廃プラスチック焼却 43,319 
都市ガス使用 147 
電力使用（買電） 1,800 
計 43,307 

削減 売電 -5,717 
合計 37,592 

 

【計画段階で配慮し、予測に反映されている環境保全
措置】 

・ごみを焼却する際に生じる熱エネルギーを蒸気、温
水、電気等の利用しやすい形態に変換し、本施設内
での利用を最優先としつつ、本施設外の利用も含め
て、有効な利用方法を検討する。 

・余剰電力は売電し、電力会社等の化石燃料による発
電量の削減に貢献する。 

 
【予測に反映されていないが環境影響の更なる回避・
低減のための環境保全措置】 

・本施設の設備機器、管理棟等の照明や空調設備等
は、省エネルギー型の採用に努める 

・本施設の屋根及び駐車場への太陽光発電設備を最
大限導入することに努める。 

・排出される二酸化炭素の分離・吸収技術について
は、設計時に社会実装されている最新技術の導入に
努める。 

①環境保全措置の実施方法 
環境保全措置の実施方法等について検討した結果、

左記の環境保全措置を講ずることから、事業者により
実行可能な範囲で対象事業に係る環境影響が可能な
限り回避又は低減されているものと評価する。 
 

②環境保全措置の効果 
施設の稼動に伴う温室効果ガスの排出量、削減量及

び削減量を考慮した排出量は、以下に示すとおりであ
る。 
熱エネルギーの利用等の環境保全措置により、削減

量を考慮した排出量は32,188ｔ-CO2/年と予測され、
排出量50,699ｔ-CO2/年に対して抑制効果は36.5％と
なる。 
さらに、本施設の設備機器、管理棟等の照明や空調

設備等は、省エネルギー型の採用に努める等の環境保
全措置を講ずる計画であり、温室効果ガス排出量の低
減を図ることとしている。 
以上のことから、事業者により実行可能な範囲で対

象事業に係る環境影響が可能な限り回避又は低減さ
れているものと評価する。 

 
施設の稼動による温室効果ガスの排出量及び削減量等 

項目 
温室効果ガス量 
（ｔ-CO2/年） 

施設の稼動による排出量① 50,699 

売電による削減量② 18,511 

削減量を配慮した排出量 32,188 

排出抑制効果（％） 
②/①×100 

36.5 
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排出ガス（自動車等）に伴う温室効果ガス 

予測の結果 環境保全措置 評価の結果 
廃棄物運搬車両の走行による温室効果ガスの排出量は、以下

に示すとおりである。 
廃棄物運搬車両の走行による温室効果ガスの排出量は、

885.7ｔ-CO2/年となるものと予測する。 
 

温室効果ガス排出量予測結果 

項目 
温室効果 
ガス 

排出量
注） 

地球温暖化 
係数 

CO2排出量 
（ｔ-CO2/年） 

大型車 
CO2 857.6 1 857.6 
CH4 0.023 28 0.6 
N2O 0.022 265 5.8 

小型車 
CO2 21.2 1 21.2 
CH4 0.001 28 0.0 
N2O 0.002 265 0.5 

合計 － － － 885.7 
 

【予測に反映されていないが環境影響の更なる回避・低
減のための環境保全措置】 

・収集車両等の関連車両は、アイドリングストップ等の
エコドライブを徹底する。 

・市有又は委託業者の収集車両の電動化が段階的に進
むよう運用の枠組みを検討する。 

・市有又は委託業者の収集車両の更新時に低燃費車の
採用に努める。 

 

①環境保全措置の実施方法 
環境保全措置の実施方法等について検討した結果、左

記の環境保全措置を講ずることから、事業者により実行
可能な範囲で対象事業に係る環境影響が可能な限り回
避又は低減されているものと評価する。 
 

②環境保全措置の効果 
市有又は委託業者の収集車両の電動化が段階的に進

むよう運用の枠組みを検討する等の環境保全措置を講
ずる計画であり、温室効果ガス排出量の低減を図ること
としている。 
以上のことから、事業者により実行可能な範囲で対象

事業に係る環境影響が可能な限り回避又は低減されて
いるものと評価する。 

 




